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東京湾沿岸海岸保全基本計画［東京都区間］の改定について 

 

 

東京湾沿岸海岸保全基本計画は、海岸法第二条の三により、国が定めた「海岸保

全基本方針」に基づき、沿岸ごとに都道府県知事が定める計画であり、平成 16 年

８月、東京都、神奈川県、千葉県の１都２県が共同して、「東京湾沿岸」の海岸保

全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画を策定した。 

 平成 23 年３月に発生した東日本大震災を踏まえて、東京都防災会議から新たな

被害想定が示され、平成 26 年３月に基本計画［東京都区間］の変更を行った。 

 平成 26 年 12 月に改正された海岸法施行令において、海岸保全基本計画に「海

岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」を定めることとなり、国が平成 27 年

２月に「海岸保全基本方針」を変更したことから、平成 29 年３月に基本計画［東

京都区間］の変更を行った。 

この度、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和２年７月）を踏まえ、

国が令和２年 11 月に「海岸保全基本方針」を変更したこと、及び、「TOKYO 強靭化

プロジェクト」（令和４年 12 月）における今後の方向性の中で、気候変動がもたら

す影響への対応方針が示されたことから基本計画［東京都区間］を改定するものであ

る。 

引き続き、「防護」の一層の強化を図るとともに、「環境」「利用」とも調和した

海岸保全を推進していく。 

 

 

 

 



目  次 

■ 第 1編 海岸の保全に関する基本的な事項 

１ 海岸保全基本計画の目的と対象範囲                                   1-1 

１-１ 計画の目的                                                              1-1 

１-２ 計画の対象範囲                                                          1-2 

２ 海岸の概要                                                         1-4 

２-１ 自然的特性                                                              1-4 

（１） 地 形 .............................................................. 1-4 

（２） 海 象 .............................................................. 1-7 

（３） 水質・底質 ......................................................... 1-21 

（４） 生物相 ............................................................. 1-24 

２-２ 社会的特性                                                             1-28 

（１） 人口 ............................................................... 1-30 

（２） 産業及び土地利用 ................................................... 1-32 

（３） 沿岸利用 ........................................................... 1-35 

（４） 海岸管理 ........................................................... 1-39 

２-３ 関連する法規制                                                         1-41 

（１） 海岸法 ............................................................. 1-42 

（２） 環境基本法 ......................................................... 1-42 

（３） 港湾法 ............................................................. 1-42 

（４） 都市計画法 ......................................................... 1-42 

２-４ 関連する諸計画                                                         1-43 

２-５ 地元区の海岸に関する計画                                              1-45 

３ 海岸区分と海岸保全施設                                            1-47 

３-１ 海岸区分                                                               1-47 

（１） 東京港海岸 ......................................................... 1-47 

（２） 葛西海岸 ........................................................... 1-47 

３-２ 海岸保全区域                                                           1-48 

３-３ 海岸保全施設                                                           1-50 

３-４ 海岸保全施設の整備の経緯                                              1-52 

３-５ 水門の遠隔制御システム                                                1-54 

４ 今後の課題                                                        1-55 

４-１ 海岸の防護に関わる課題                                                1-55 

（１） 高潮等による浸水被害から背後地の安全性を確保 ....................... 1-55 

（２） 津波から背後地の安全性を確保 ....................................... 1-55 

（３） 豪雨災害への対応 ................................................... 1-55 

（４） 市街化への対応 ..................................................... 1-55 

（５） 防災情報の共有 ..................................................... 1-55 

４-２ 海岸環境の整備及び保全に関わる課題                                    1-56 

（１） 良好な景観の創出 ................................................... 1-56 



（２） 生物の生息環境の再生 ............................................... 1-56 

（３） 環境の保全・再生 ................................................... 1-56 

４-３ 海岸における適正な利用に関わる課題                                    1-56 

（１） レクリエーションの場の創造 ......................................... 1-56 

（２） 遊歩道の連続化 ..................................................... 1-56 

（３） 運河利用の促進 ..................................................... 1-57 

（４） 背後地との一体的な利用の促進 ....................................... 1-57 

５ 海岸保全の方向性                                                  1-58 

５-１ 基本理念                                                               1-58 

５-２ 基本方針                                                               1-59 

５-２-１ 海岸の防護に関する事項 ........................................... 1-59 

（１） 耐震対策 ........................................................... 1-59 

（２） 津波対策 ........................................................... 1-59 

（３） 将来の気候変動を見据えた海岸保全施設の機能強化 ..................... 1-62 

（４） 新たな海岸保全区域の指定と海岸保全施設の整備 ....................... 1-73 

（５） 海岸保全施設の維持管理 ............................................. 1-73 

（６） デジタルの力による防災力の向上 ..................................... 1-73 

５-２-２ 海岸環境の整備及び保全に関する事項 ............................... 1-74 

（１） 良好な景観形成 ..................................................... 1-74 

（２） 生物の生息環境の保全・再生 ......................................... 1-82 

（３） 水際線緑地の拡充 ................................................... 1-82 

５-２-３ 海岸における適正な利用に関する事項 ............................... 1-83 

（１） 憩える快適な親水空間の創造 ......................................... 1-83 

（２） 親水空間ネットワークの形成 ......................................... 1-83 

（３） 背後地との一体的な利用や運河利用の促進 ............................. 1-84 

５-２-４ 諸機関との連携 ................................................... 1-85 

（１） 住民・ＮＰＯなどとの連携 ........................................... 1-85 

（２） 海岸の管理における連携 ............................................. 1-85 

（３） 事業者との連携 ..................................................... 1-85 

（４） 事業の必要性のＰＲ ................................................. 1-85 

（５） 他の施策との連携 ................................................... 1-85 

 

■ 参考資料 

■ 第２編 海岸保全施設の整備に関する事項  

 １ 整備に関する基本計画 ............................................. 2-2 

 ２ 東京都区間における海岸保全 ...................................... 2-2 

 ３ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況........................ 2-19 

 ４ 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 ..................... 2-21 

 



 

 

 

 

■ 第 1 編 海岸の保全に関する基本的な事項 



1-1 

 

■ 第1編 海岸の保全に関する基本的な事項 
１ 海岸保全基本計画の目的と対象範囲 

 

１-１ 計画の目的 

 

海岸保全基本計画とは、海岸法第二条の三に基づき、沿岸ごとに都道府県知

事が海岸の保全に関する基本計画として定める計画である。 

東京湾沿岸については、平成 16 年８月、東京都、神奈川県、千葉県の１都２

県が共同して策定した。 

海岸保全施設の整備に当たっては、従来の「防護」だけでなく「環境」「利

用」の視点も加え、これらが調和した海岸保全を推進することとしている。 

 

「東京湾沿岸海岸保全基本計画」は、全体計画

と３つの区間別計画から構成されている。本計画

は、「東京都区間」について自然特性や社会的特

性を踏まえた沿岸の長期的なあり方と海岸の防

護･環境・利用に関する取組及び海岸保全施設の

整備についての基本的な事項を示したものであ

る。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-２ 本計画の構成 

 

 

 

全体計画 

東京湾沿岸の全体に係る事項 

東京湾沿岸海岸保全基本計画 

区間別計画 

各都県の海岸の区間に係る詳細な事項 

千葉県区間 東京都区間 神奈川県区間 

図 １-１ 東京都区間の範囲 
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１-２ 計画の対象範囲 

 

東京の海岸線は、図 １-３のように旧

江戸川～多摩川までの延長約 194km に及

ぶが、本計画の対象範囲は、図 １-４に

示すように国土保全のため防護が必要

な範囲として海岸保全区域※に定められ

た海岸線とする。 

また、海岸保全区域は、背後に広がる

低地帯を高潮災害から守るために指定

している。（低地帯：P1-6 図 ２-４に示

す着色部） 

なお、海岸保全区域以外の海岸線につ

いても、今後の周辺土地利用の変化など

に伴い、必要に応じて海岸保全区域を指

定し、適切に対応できるようにしていく。 

 

                   図 １-３ 東京の海岸線 
                      （伊豆諸島、小笠原諸島を除く） 

 

今後、海岸保全区域への追加が想定される区域は、原則として下記のとおり

である。 

  

高潮による浸水被害が想定される区域や、国土保全の観点から、背後に住宅

や事業所等が存在する区域。ただし、港湾の物流機能を阻害しないよう水際利

用している港湾計画上の「ふ頭用地」「港湾関連用地」は原則として海岸保全

区域は指定しない。 

 
 

 

※ 海岸保全区域：国土保全ならびに高潮などの自然災害から人命や財産を守るために区域を管轄する都

道府県知事が指定を行う区域。 
なお、その区域の幅は、海岸線から原則として海側、陸側に 50ｍ以内で指定することができる。 
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図 １-４ 基本計画の対象範囲（海岸保全区域） 

 

 

 

 

令和３年３月現在 
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２ 海岸の概要 

 

２-１ 自然的特性 

 

（１）地 形 

 

○東京港は、港の発展とともに沖合展開が行われ、高度成長期の昭和 40 年代

中頃までには埋立てにより、羽田、新海面地区等を除いた地域に島状の造成

地が形成された。 

○内陸側については、ゼロメートル地帯を含む低地帯が広範囲に広がっており、

一部の地域では、大正４年から昭和 50 年にかけての地下水のくみ上げ等を

原因として、著しい地盤沈下が発生した。こうした状況から、ひとたび高潮

による浸水が発生した場合には甚大な被害を受ける可能性の高い地域である

といえる。 

 

東京の海岸※の埋立ての変遷を図 ２-１に示す。 

 
出典：国土交通省関東地方整備局ホームページより作成     

※伊豆諸島、小笠原諸島を除く 

図 ２-１ 埋立地の変遷 

 

～明治42年(1909)

昭和27年(1952)～昭和46年(1971)

平成2年(1990)～平成17年(2005)
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主要水準基標の累計変動量を図 ２-２に、水準基標位置図を図 ２-３に示す。 
 

 

出典：平成 30 年地盤沈下調査報告書より作成 

 

図 ２-２ 主要水準基標の累計変動量 

 

 

図 ２-３ 水準基標位置図 

江東区南砂 3丁目 

T.P.+4.47ｍ以上 
昭和 41 年完成 
外郭防潮堤高 

T.P.+3.08ｍ 

大正 6 年台風 

過去最高水位 

T.P.+2.02ｍ 

昭和 24 年 

キティ台風 

T.P.+1.30ｍ 

大正 7 年 

地表面 

江東区南砂３丁目 
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ゼロメートル地帯とは、

満潮面 A.P.+2.1ｍ以下の

地域であり図 ２-４に示

すピンク色の範囲である 

防潮堤や水門など海岸

保全施設がなければ、高

潮等による浸水により、

甚大な被害を受けること

となる。 

 

 

 
 

 
 

図 ２-４ 地盤高平面図 

 

A.P.+5m 以下 

A.P.+2m 以下 

A.P.+0m 以下 

   凡  例（地盤高）  
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（２）海 象 

 

○東京の海岸では、海岸保全施設整備前又は整備途上においては、キティ台風

の来襲時（昭和 24 年８月～９月）などに、江東地区・葛西地区及び港南地

区などのゼロメートル地帯において、浸水被害が発生した。なお、海岸保全

施設の整備の進展により、近年では高潮による大きな被害を受けることはな

くなった。 

○津波は、東京の海岸に大きな被害を与えていない。 

○最多風向は N（北）であり、10m/s 以上の強風の最多風向は S（南）である。 

○朔望平均満潮位は、気象庁東京検潮所における 1977～2020 年の台風期（７

月、８月、９月、10 月）の朔望平均満潮位により、A.P.+2.10m を採用して

いる。 

○最多波向は SE（南東）で、静穏(波高 49cm 以下)の割合が 67％である。 

○異常潮位による水門閉鎖は過去 10 年間で 24 回あり、その中で最も閉鎖時間

が長かったのは、４時間 53 分の閉鎖であった。 

 

 

  1）高潮 

東京都は、本州の中央部、太平洋に面する東京湾の湾奥に位置しているた

め、台風による水害を受けやすい。台風や低気圧が近づくと平常時よりも潮

位が高くなる。この現象を高潮といい、主に次の原因からなる。 
原因の一つ目としては、気圧低下による吸い上げがある。台風の中心気圧

が低いため、その部分の空気が海面を吸い上げるように作用する結果、海面

が上昇する（気圧が１hPa(ﾍｸﾄﾊﾟｽｶﾙ)下がれば、約１cm の海面上昇が生じる）。 
二つ目としては、風による吹き寄せがある。台風による強風が沖から海岸

に向かって吹くと、海水が海岸に吹き寄せられ、海面が上昇する。東京湾の

ように南西に開口部をもち、比較的浅い湾の内湾では顕著にそれが現れる。  
台風が東京の海岸の西側を北または北東方向に通過するとき、台風の強い

南方向の風が吹き込み、風の吹き寄せ効果は著しくなる。昭和 34 年の伊勢

湾台風※1 は甚大な被害をもたらした。東京都の高潮水害では昭和 24 年のキ

ティ台風※2 以降大きな被害は発生していない。東京都における主要水害を

表 ２-１に示す。
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図 ２-５ 高潮と台風 

 

※1：伊勢湾台風 

昭和 34 年９月 26 日、名古屋地方を襲った台風 15 号は、平均風速 40m 以上、進行速

度 70km/h と勢力が非常に強く、伊勢湾の入り口から奥に向かって強い風が吹き、気圧

低下とともに高潮が発生した。高潮は、名古屋港の貯木場にあった 20 万トンの木材と

共に 15km も陸地側に押し寄せ、住宅地や工場地帯に被害をもたらした。 

また、高潮が襲ってきたのは午後８時ごろで、暴風のため夕方から停電していたた

め、台風情報も伝わらず、暗闇の中で避難や救助活動が困難を極めた。 
全国で死者・行方不明合わせて約 5000 人もの犠牲者がでるなど、被害は全国に及ぶ

が、名古屋を中心とした伊勢湾沿岸一帯に甚大な被害が出たことから「伊勢湾台風」

と名付けられた。 
 

 

※2：キティ台風 

昭和 24年８月 31日夕

から関東地方、上越山岳

部を襲った台風。上陸時

刻と東京湾の満潮が重

なり、豪雨と高潮で、荒

川に通ずる運河が決壊

した。荒川河口の一帯は、

地盤の低いゼロメート

ル地帯であり、戦後の急

造住宅地が多く、ほとん

どが平屋であった。この

ため、ほとんどの家屋が

冠水した。 
 

出典：東京の低地河川事業 
東京都建設局 
 

           図 ２-６ キティ台風による浸水状況 

 

(気圧低下による)吸い上げ 

 

(風による)吹き寄せ 
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表 ２-１(1) 東京における主要水害記録 

 

年月 

明治 43 年 

８月 

(1910) 

大正６年 

９～10 月 

(1917) 

昭和 13 年 

８～９月 

(1938) 

昭和 22 年 

９月 

(1947) 

昭和 23 年 

９月 

(1948) 

昭和 24 年 

８～９月 

(1949) 

災害種別 
暴風雨 

(洪水) 

暴風雨 

(高潮) 

暴風雨 

(高潮) 

カスリーン 

台風(洪水) 

アイオン 

台風(洪水) 

キティ台風 

(高潮) 

気圧（hPa） 995.2 952.7 978.6 992.3 971.9 985.6 

時間最大雨量

(mm) 
45.1 16.5 30.2 34.7 38.8 12.6 

総雨量(mm) 283.9 161.6 144.1 166.8 158.0 66.0 

潮位(A.P.＋m)  4.21 2.89 2.50 2.65 3.15 

浸水面積(km2) 201.43 86.60 77.90 114.32 28.64 92.01 

床上浸水家屋

(戸) 
133,307 131,334 42,867 80,041 529 73,751 

床下浸水家屋

(戸) 
44,750 49,004 65,703 45,167 16,516 64,127 

死傷者・行方不

明者(人) 
169 1524 38 11 24 122 

 

年月 

昭和 33 年 

７月 

(1958) 

昭和 33 年 

９月 

(1958) 

昭和 41 年 

６月 

(1966) 

昭和 54 年 

10 月 

(1979) 

昭和 56 年 

10 月 

(1981) 

昭和 57 年 

９月 

(1982) 

災害種別 
第 11 号台風

(高潮) 

第 22 号台風

(洪水) 

第４号台風 

(豪雨・洪水) 

第 20 号台風

(洪水) 

第 24 号台風

(洪水) 

第 18 号台風

(洪水) 

気圧（hPa） 985.8 970.7 981.9 976.1 968.6 965.0 

時間最大雨量

(mm) 
17.9 76.0 29.0 47.0 51.0 65.0 

総雨量(mm) 108.5 444.1 234.5 251.0 221.0 313.0 

潮位(A.P.＋m) 2.89 2.91 - 3.55 1.86 2.67 

浸水面積(km2) 29.46 211.03 87.62 1.46 19.59 16.16 

床上浸水家屋

(戸) 
13,459 123,626 16,159 180 6,854 7,574 

床下浸水家屋

(戸) 
22,970 340,404 86,737 1,550 35,167 16,712 

死傷者・行方不

明者(人) 
133 203 9 99 4 - 
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表 ２-１(2) 東京における主要水害記録 

 

年月 

平成元年 

８月 

(1989) 

平成３年 

９月 

(1991) 

平成５年 

８月 

(1993) 

平成 11 年 

８月 

（1999） 

平成 17 年 

９月 

（2005） 

令和元年 

１０月 

（2019） 

災害種別 
集中豪雨 

(洪水) 

第 18 号台風

(洪水) 

第 11 号台風

(洪水) 

集中豪雨 

（洪水） 

集中豪雨 

（洪水） 

令和元年 

東日本台風 

（洪水） 

気圧（hPa） - 989.1 979.1 - - 966.8 

時間最大雨量

(mm) 
70.0 60.0 76.0 115.0 112.0 72.0 

総雨量(mm) 276.0 376.0 345.0 128.0 263.0 650.0 

潮位(A.P.＋m) - 2.11 1.74 - - 2.79 

浸水面積(km2) 0.82 1.78 3.42 1.54 1.72 0.85 

床上浸水家屋

(戸) 
1,929 561 2,454 2,900 3,374 740 

床下浸水家屋

(戸) 
2,755 3,120 5,079 2,193 2,453 583 

行 方 不 明 者

(人) 
- 1 - - - - 

 
 
 
 
 

 

明治 43 年 8 月災害・・・・・東京市史稿変災篇第 3 
大正 6年 9、10 月災害・・・ 東京市史稿港湾篇第 1 

昭和 13 年 8、9月災害・・・ 内務省東京土木出張所 

               「昭和 13年大洪水」による。 

昭和 22 年 9 月災害・・・・・東京都水災誌 
 

昭和 23 年以降災害・・・・・・・東京都建設局調べ 

昭和 24 年ｷﾃｨ台風(最低気圧）・・気象庁 HP 

昭和 33 年 7 月災害・・・・・・・気象庁ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

昭和 36 年～平成 11年水害・・・ 水害統計調査（建設省） 
平成 17 年以降水害・・・・・・・東京都建設局 

「過去の水害記録」による。 
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  2）津波 

大規模な海底地震の発生に伴い、海底の広範囲にわたる地域がかなり急激

な隆起または沈降を起こし、それにより海底の変動区域の上にある海水が持

ち上げられたり、落ち込んだりして海水に波動が生じ、それが四方に拡がっ

たものが津波である。海底地震の場合、津波を生じさせるのは、上下断層型

の地震であり、横ずれ断層型の場合には、津波が起こりにくいとされている。 
東京の海岸で想定される津波は、東京湾外を震源とする場合と、直下型地

震の場合が考えられる。 
また、表 ２-２のとおり、これまで津波は東京の海岸に大きな被害を与えて

いない。 
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表 ２-２ 東京近郊で被害が発生した主な地震 

 

出典：平成 23 年「東京都の災害」、「東京都に被害を及ぼした主な地震」（地震調査研究推進本部）等

より作成  

 

西暦(年) 年号 
規模 

(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ) 
震度 被害 

1855 安政２年 6.9 6 
江戸、壊焼屋 14,346、壊土蔵 1,404、町人死

4,293（又は 3,895） 

1856 安政３年 6.0～6.5  
江戸、壁の落剥、その他の被害あり 

1880 明治 13 年 5.9  
横浜、煙突倒壊、壁の亀裂あり 

1884 明治 17 年   
東京で壁の亀裂、家屋瓦落下、土蔵の鉢巻の落

下あり 

1889 明治 22 年 6.0  
東京湾周辺で壁に亀裂が入り、物が倒れたりし

た 

1892 明治 25 年 6.2  
東京で家屋破損５、土蔵破損 24、その他小被

害 

1894 明治 27 年 7.0 5～6 
東京で死24、傷157、全半壊90、破損家屋4,922、

特に下町で被害が大きかった 

1894 明治 27 年 6.7  
東京で壁の落剥あり、近県でも小被害。 

1895 明治 28 年 7.2 4 
利根川沿岸で被害大、東京で死傷 32、家屋破

損数 100、震災地を通じて死傷 74、全半壊 114。 

1906 明治 39 年 6.4  
土蔵の壁が落ち、煉瓦塀に亀裂、山手で振動大、

その他東京湾周辺で小被害 

1922 大正 11 年 6.8 4 
東京湾沿岸で家屋、土蔵の破損多く、土地の陥

没、亀裂あり 

1923 大正 12 年 7.9 6 
関東大震災死99,331、傷103,733、不明43,476、

家屋被害 70 万戸、大規模な地変あり 

1924 大正 13 年 7.3 4 
神奈川県、死 19、傷 638、東京で振幅２寸弱で

小被害あり 

1929 昭和４年 6.3  
東京市内で微少被害、神奈川県ではところどこ

ろ地割れ、壁の亀裂等があった 

1992 平成４年 5.9 5 
東京湾南部震央、東京都で負傷者 22、やや深

い地震 

1993 平成 5年 7.1 4 
東海道はるか沖震央、死者１、重傷者２、 

軽傷者 ２ 

2011 平成 23 年 9.09 7 
三陸沖震央、東京都で死者 ７、重傷者 18、 

軽傷 97 

2021 令和 3年 5.9 5 強 
千葉県北西部、負傷者５ 
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  3）風況 

東京港波浪観測所（東京灯標）における風の統計結果（2010 年～2020 年）

を図 ２-７に示す。 
最多風向はＮ（北）であり、10ｍ/ｓ以上の強風の最多風向はＳ（南）で

ある。 
 

 

 

図 ２-７ 風配図（統計期間:2010 年～2020 年） 

 

  4）潮位 

気象庁東京検潮所（以下、「東京検潮所」という。）と東京港波浪観測所

（潮位）の 5 年間の朔望平均満潮位は、東京検潮所の方が高い値を示してい

る。海岸保全施設の計画条件に使用する朔望平均満潮位※1（A.P.+2.10m）と

の比較では、どちらの観測所の値とも低い。 

東京検潮所、東京港波浪観測所（潮位）の潮位実況図を図 ２-９に、東京

検潮所における潮位（2020 年）を表 ２-３、図 ２-１０に示す。 

また、観測位置（東京港波浪観測所（潮位）、東京検潮所）を図 ２-８に

示す。 

 

※1：朔望平均満潮位（H.W.L.）：新月（朔）又は、満月（望）の前後に観測された最高の潮位を 

              平均したもの 

朔望平均干潮位（L.W.L.）：新月（朔）又は、満月（望）の前後に観測された最低の潮位を 

              平均したもの 

※1：P1-17 ｢5）朔望平均満潮位｣も参照 

 
・観測基準面（ＤＬ）は、荒川工事基準面（ＡＰ）である。 

東京都 

東京港波浪観測所（風況）
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図 ２-８ 観測位置 

 
 

東京検潮所 

東京港波浪観測所(潮位) 

浦安市 

東京都 
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（※2）朔望平均潮位及び最近 5年平均潮位の統計期間 
東京検潮所：2015 年～2019 年、東京港波浪観測所（潮位）：2016 年～2020 年 
 

出典：東京港波浪観測調査報告書 東京都港湾局 
気象庁ホームページ 

図 ２-９ 潮位実況図
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表 ２-３ 月平均潮位（2020 年） 東京検潮所 
  単位ｃｍ：A.P.+0.0cm を基準とした潮の高さ  

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年統計値

2020年 190.1 186.8 187.3 188.6 190.7 200.6 204.2 198 202.1 197.2 188.3 191.3 193.8  
出典：気象庁ホームページ資料より作成 
 

 
出典：気象庁ホームページ資料より作成 

図 ２-１０ 月平均潮位の月別変化（2020 年） 東京検潮所 
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  5）朔望平均満潮位 

東京湾沿岸における朔望平均満潮位は、沿岸の各潮位観測地点における潮

位観測記録を基に設定することとしている。 

東京都においては、高潮を引き起こす大きな気象要因である台風の来襲時

期を考慮し、東京検潮所における 1977 年～2020 年までの台風期（７月～10

月）の潮位観測記録を基に、朔望平均満潮位を A.P.+2.1m とした。 

 
 
表 ２-４ 台風来襲時期(７月～10 月)の朔望平均満潮位(東京検潮所；1977～1986) 

(A.P.+cm) 

月 
年 

7 8 9 10 
平均 

朔 望 朔 望 朔 望 朔 望 
1977 194 224 209 211 223 210 213 202 211 

1978 201 233 218 222 219 232 219 214 220 

1979 203 233 211 212 214 226 222 243 221 

1980 209 204 194 212 214 210 199 253 212 

1981 198 190 212 222 207 207 207 222 208 

1982 204 183 226 198 211 225 228 215 212 

1983 210 204 222 203 221 212 219 214 213 

1984 198 202 216 193 211 213 238 217 211 

1985 207 214 202 199 210 202 229 202 208 

1986 186 206 212 214 210 210 220 199 207 

平均 206 210 215 219 212 

出典：昭和 62 年度 埋立地防災対策調査委託報告書、昭和 63 年 3 月 

東京都港湾局・(財)沿岸開発技術研究センター 

 
表 ２-５ 台風来襲時期(７月～10 月)の朔望平均満潮位(東京検潮所；1987～2001) 

(A.P.+cm) 

月 

年 

7 8 9 10 
平均 

朔 望 朔 望 朔 望 朔 望 

1987 204 218 212 212 225 221 198 211 213 

1988 190 214 195 216 216 230 231 219 214 

1989 197 195 225 213 200 217 220 206 209 

1990 211 194 230 239 211 223 193 240 218 

1991 202 211 214 212 227 215 212 202 212 

1992 216 192 207 196 219 213 219 204 208 

1993 200 196 218 199 219 215 204 232 210 

1994 203 204 202 202 214 216 217 216 209 

1995 196 211 214 200 207 212 227 200 208 

1996 欠測 209 229 211 200 199 206 205 208 

1997 201 203 207 225 212 227 206 206 211 

1998 202 207 206 欠測 227 210 215 214 212 

1999 209 216 220 223 221 264 219 229 225 

2000 208 197 212 205 211 230 210 204 210 

2001 196 195 232 191 231 216 217 213 211 

平均 203 213 218 213 212 

気象庁調べ 



1-18 

 

 
表 ２-６ 台風来襲時期(７月～10 月)の朔望平均満潮位(東京検潮所；2002～2020) 

(A.P.+cm)  

月 

年 

7 8 9 10 
平均 

朔 望 朔 望 朔 望 朔 望 

2002 224 210 215 223 228 222 250 220 224  

2004 208 201 215 206 223 214 221 214 213  

2004 210 209 225 226 213 253 215 211 220  

2005 191 202 192 214 216 207 199 200 203  

2006 188 203 191 213 207 227 212 271 214  

2007 215 214 210 欠測 205 222 196 212 211  

2008 205 199 220 210 204 208 218 203 208  

2009 216 203 223 214 227 214 216 254 221  

2010 228 224 239 195 231 217 227 214 222  

2011 215 206 222 223 235 211 206 213 216  

2012 190 204 208 207 223 252 219 215 215  

2013 195 207 207 216 214 205 217 218 210  

2014 199 213 196 237 220 236 201 233 217  

2015 216 210 224 216 211 216 213 223 216  

2016 191 196 200 226 233 218 201 213 210  

2017 215 200 205 225 250 212 289 208 226  

2018 欠測 203 221 212 225 204 217 208 213  

2019 209 193 220 217 229 204 211 273 220  

2020 203 208 207 189 221 203 225 203 207  

平均 206  214  220  220  215  

気象庁調べ 
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  6）異常潮位 

2012 年～2021 年の過去 10 年間では、異常潮位※により浸水の恐れがあっ

たため、24 回水門が閉鎖されている。 

また、水門閉鎖時間が最も長かったのは、2021 年 8 月 9 日であり、4時間

53 分であった。 

異常潮位発生時には水門を閉鎖することから、江東地区、中央地区、港地

区の運河内を利用する船舶は、水門閉鎖により外海との入出航行が出来ない

状態となる。 

 
 ※ 異常潮位：異常潮位とは、台風による高潮、又は地震による津波以外の原因で、潮位が

平常値と異なる現象が広範囲にわたり比較的長期間継続する現象のことを言う。異常潮

位の発生要因としては、気圧配置が長期間低圧場となること、黒潮の蛇行、暖水塊の存

在などが挙げられ、これらが複雑に重なり合っていることが多く、まだ学術的にも原因

を特定することは困難である。 
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  7）波浪 

東京の海岸は南北に長い東京湾の北西側湾奥部に位置するため、ＳＥ寄り

の波浪が支配的となる。 

静穏（波高 49cm 以下）の割合は 67％となっている。 

 東京港波浪観測所における波向別の有義波高の出現頻度（10 年間統

計:H22～R2）を図 ２-１１、表 ２-７に示す。 

 

 
出典：東京港波浪観測調査報告書（東京都港湾局）より作成 

 

図 ２-１１ 波向別の有義波高出現頻度（統計期間:H22～R2） 

 

 
表 ２-７ 波向別の有義波高出現頻度（統計期間:H22～R2） 

 
規定回数 89,857

測得回数 86,021 95.7%

欠測回数 3,836 4.3%

静穏回数(※) 57,252 66.6%
   波向
波高(cm)

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

36 5 171 271 466 635 772 487 210 67 27 18 18 26 26 21 3,256 85.7%

0 2 17 24 30 55 134 111 41 10 4 2 1 1 1 0 433 11.4%

0 1 2 3 5 7 26 14 6 1 0 1 0 0 0 0 66 1.7%

0 0 0 0 4 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.7%

0 0 1 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.3%

0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0%

36 8 191 299 508 702 948 625 257 78 31 21 19 27 27 21

0.9% 0.2% 5.0% 7.9% 13.4% 18.5% 25.0% 16.5% 6.8% 2.1% 0.8% 0.6% 0.5% 0.7% 0.7% 0.6%
3,798

合計

合計
 

※ 静穏：波高 49cm 以下 
出典：東京港波浪観測調査報告書(平成 22～令和 2年版） 

東京都港湾局より作成 
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（３）水質・底質 

 

○東京の海岸は、荒川や多摩川など多くの流域人口を抱える河川が流入してい

るため、経済活動により発生する環境負荷の影響を受けやすい地域である。 

○沿岸一帯は、島状の埋立地と複雑に入り組んだ運河により構成されているた

め、閉鎖性の強い海域となっている。 

○沿岸一帯の水質（COD）は、概ね環境基準を満足しているが、ボラ、ノリ等

の良好な生息環境（COD が３mg/ 以下）までには至っていない。 

○水質（COD）の経年的な変化では、内湾部については、長期的には穏やかに

減少傾向を示すものの、平成 7 年度以降は横ばいの状況である。 

また、運河部では平成 2 年度以降ほぼ横ばいで推移している。 

 

 

  1）水質 

東京の海岸は、複雑に入り組んだ運河により閉鎖性の強い海域となってい

るため、海水の交換が滞りやすい。さらには、雨天時の合流式下水道※１や

多くの流域人口を抱える荒川や隅田川などの河川からの流入負荷の影響な

ど、潜在的な水質・底質悪化の要因を抱えている。 
沿岸域の水質(COD※２)は、中央防波堤を境に環境基準の類型指定※３が分か

れており、内側がＣ類型（国民の日常生活において不快感を生じない限度）、

外側がＢ類型（ボラ、ノリ等の水産生物用）となっているが、中央防波堤外

側は、環境基準を満たしていない状況となっている。 
また、全域的にＢ類型の基準である COD の基準（３mg/ 以下）を満足して

いない状況で、かつ、夏季に溶存酸素の低い貧酸素水塊や赤潮が発生するた

め、生物の生息環境として良好でない状況となっている。 
地区別にみると羽田、新海面地区以外の海域は、Ｃ類型の指定区域となっ

ており、Ｃ類型の環境基準を満足している。 
令和２年度の水質（COD）調査結果を、図 ２-１２に示す。 

 

 
※1 合流式下水道：家庭などから排出される汚水と雨水を同一の管きょで収集、排除する方式の下水道。区

部は面積比で 82％が合流式で整備。 
 
※2 ＣＯＤ（化学的酸素要求量）：水の汚れの状況をみるための指標で、水中の汚物(有機物)を酸化して安

定させるために必要な酸素の量で表す。COD の値が高いほど水が汚れていることを示す。 
 
※3 類型指定（環境基本法第２条）：水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域の全てにつき、水域の利用

目的や土地の利用状況などに留意して指定されている。海域の類型はＡＢＣの 3 種で、類型と COD の関

係はおおむね以下のとおりである。 
 

Ａ類型 ＣＯＤ：2mg/  以下 マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用 

Ｂ類型 ＣＯＤ：3mg/  以下 ボラ、ノリの水産生物用 

Ｃ類型 ＣＯＤ：8mg/  以下 国民の日常生活において不快感を生じない限度 
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※●（内湾）、■（運河）の調査地点（公共用水域及び地下水の水質測定結果）は、上下層の年平均値に

ついて、上下層の一方でも基準値を満たしてなければ赤色とした。 
 

出典：令和 2年度 公共用水域水質測定結果 東京都環境局 より作成 
 

図 ２-１２ 水質（ＣＯＤ）測定位置及び調査結果 

※環境基準値 

 Ｂ類型：３mg/ 以下 

 Ｃ類型：８mg/ 以下 

St.35 

No.4  

No.21 

No.24 

No.23 

No.15 

No.2 

St.11 

St.23 

St.5 

St.6 St.8 

St.22 

St.25 

上層:4.2(mg/l) 

下層:2.0(mg/l) 

上層:4.2(mg/l) 

下層:2.0(mg/l) 

上層:4.3(mg/l) 

下層:2.6(mg/l) 

上層:3.9(mg/l) 

下層:3.6(mg/l) 

上層:4.6(mg/l) 

上層:4.6(mg/l) 

上層:4.4(mg/l) 

下層:2.4(mg/l) 

上層:4.5(mg/l) 

上層:4.4(mg/l) 

下層:2.6(mg/l) 

上層:5.5(mg/l) 

下層:3.3(mg/l) 

上層:4.6(mg/l) 

下層:2.4(mg/l) 

上層:4.4(mg/l) 

上層:3.7(mg/l) 

上層:6.0(mg/l) 

上層:5.0(mg/l) 

上層:6.9(mg/l) 

上層:5.2(mg/l) 上層:4.9(mg/l) 

上層:4.0(mg/l) 

上層:5.6(mg/l) 

No.13 

No.12 

No.18 
No.19 

No.17 

No.7 

（C 型類）  

（B 型類）  

内　湾 運　河

● ■ 　環境基準を満足している

● ■ 　環境基準を満足していない

凡　例
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  2）底質 

底質の COD は三枚洲で最も高く（COD：16.0～25.0mg/g）、底生生物の生

息地としては最も厳しい環境であったといえる。一方、森ヶ崎の鼻では低い

値を示した（COD：3.4～4.2mg/g）。 

 

東京の海岸の各観測地点における底質 COD の濃度を図 ２-１３に示す。 
 

 
 

※底質は環境基準が定められていないが、(社)日本水産資源保護協会が定める水産用水基準(2005 年版)が存

在し、[COD が 20mg/g 以下、硫化物が 0.2mg/g 以下が正常な底質の基準値]としている。 
 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 より作成 
 

図 ２-１３ 底質ＣＯＤの濃度 

凡  例 

●：20mg/g 以上 

●：20mg/g 以下 

 

6 月:16.0(mg/g) 

9 月:25.0(mg/g) 

St.6 

St.31 

多摩川河口干潟 

森ケ崎の鼻 

三枚洲 

6 月:13.0(mg/g) 

9 月:18.0(mg/g) 

6 月:3.7(mg/g) 

9 月:7.7(mg/g) 

6 月:3.9(mg/g) 

9 月:4.1(mg/g) 

6 月:3.4(mg/g) 

9 月:4.2(mg/g) 
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（４）生物相 

  1）鳥類 

令和２年度の３地点の総出現種数は 51 種、総個体数は約 1 万２千個体で

あり、そのうち約 47％が葛西人工渚に飛来している。経年でみると平成 22

年度から令和元年度までは44～63種で推移し、昨年度の63種から減少した。 

種別ではカワウ、スズガモやウミネコなどが多く確認されている。 

クロツラヘラサギ(種の保存法※1、及び環境省レッドリスト※2に該当)、ミ

サゴ、コアジサシ(環境省レッドリストに該当)といった貴重種の飛来も確認

されている。 

平成 30 年度には、葛西海浜公園の干潟がラムサール条約※3湿地に登録さ

れた。 

 
   

※1 種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることを目的とした法律 
※2 環境省レッドリスト：日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 
※3 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 

 

令和２年度の鳥類調査結果と主な出現種を図 ２-１４に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書 東京都環境局 より作成 
 

図 ２-１４ 鳥類調査結果と主な出現種 

 

カンムリカイツブリ 

カワウ 

ダイサギ 

アオサギ 

スズガモ 

シロチドリ 

トウネン 

ハマシギ 

ユリカモメ 

オオセグロカモメ 

ウミネコ 

ユリカモメ 

カワウ 

コサギ 

アオサギ 

スズガモ 

ユリカモメ 

カワウ 

スズガモ 

コガモ 

ホシハジロ 

ユリカモメ 

ハクセキレイ 

ウミネコ 

コアジサシ 

アオサギ 

お台場海浜公園 

(六号台場,鳥の島を含む) 

29 種  

4,546 個体 

森ケ崎の鼻 

34 種  

2,075 個体 

カンムリカイツブリ 

カワウ 

ユリカモメ 

スズガモ 

コアジサシ 

葛西人工渚 

32 種  

5,900 個体 
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  2）魚類 

令和２年度の稚魚調査では総出現種数は 22 種で、各調査地点とも 15～16

種とほぼ同程度の出現種数であった。 

人工海浜や干潟などの浅海域には、ニシンやマハゼなどのハゼ類の稚魚が

多く、水深の深い地点（St.10、St.22、St.25、St.35）では、ハタタテヌメ

リなどが確認されている。 

東京の海岸の干潟は、貴重な生息場として魚類に利用されており、エドハ

ゼ、アシシロハゼ（絶滅危惧Ⅱ類※）などの貴重種も生息している。 

 

 
※ 絶滅危惧Ⅱ類：環境省レッドリスト（2019 年版）記載種 

東京の海岸の魚類の主な生息状況を図 ２-１５に示す。 
 

図中の●(稚魚調査)、■(成魚調査)は R2 年度の調査地点を示す。数字は出現種数を示す。 
令和 2年度 水生生物調査結果報告書 東京都環境局 より作成 

図 ２-１５ 魚類の生息状況 

 

葛西人工渚

(干潟) 

16 種

城南大橋(干潟) 

16 種

お台場(干潟) 

15 種

St.10(浅海)

5 種

St.22(内湾)

3 種

St.25(内湾)

6 種

St.35(内湾)

5 種

コノシロ 

ボラ 

メナダ 

マゴチ 

マハゼ 

アシシロハゼ 

ビリンゴ 

エドハゼ 

ヒメハゼ 

その他 

アカエイ 

コノシロ 

ボラ 

シロギス 

マハゼ 

エドハゼ 

ヒメハゼ 

その他 

 

コノシロ 

アユ 

ボラ 

ヒイラギ 

クロダイ 

マハゼ 

ヒメハゼ 

その他 

 

アカエイ 

ハタタテヌメリ 

モヨウハゼ 

アカエイ 

カタクチイワシ 

カナガシラ 

シログチ 

ハタタテヌメリ 

マコガレイ 

テンジクダイ 

ハタタテヌメリ 

コモチジャコ 

モヨウハゼ 

ゲンコ 

アカエイ 

コノシロ 

クロダイ 

ハタタテヌメリ 

モヨウハゼ 

ボラ 

マハゼ

ハタタテヌメリ

エドハゼ

ヒメハゼ
ビリンゴ
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  3）付着生物 

令和２年度に採取された付着動物は２調査地点合計で26目77種が確認さ

れ、このうち 12 種は外来種であった。 

中央防波堤外側及び 13 号地船着場の潮間帯では、個体数でムラサキイガ

イが多いが、潮下帯ではヒメホウキムシが多く採取された。 

東京湾内で採集される付着動物は、ムラサキイガイなどをはじめ、もとも

とは外国産である帰化動物が多くみられる。令和２年度の調査で外来種の比

率は、種類数では 15.6%、個体数では 27.3%であったが、湿重量では 60.4%

と約６割を占めていた。 

 

 令和２年の付着動物調査結果を図 ２-１６に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書 東京都環境局 より作成 

図 ２-１６ 付着動物調査結果 

 

13 号地船着場

中央防波堤外側

(その 2)東側

タマキビ 

イワフジツボ 

マガキ 

タテジマフジツボ 

コウロエンカワヒバリガイ 

ムラサキイガイ 

イソギンチャク 

ミドリイガイ 

マンハッタンボヤ 

ヒドロ虫 
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  4）底生生物 

令和２年度に確認された底生生物は 21 目 63 種であった。 

春季、夏季ともに、ほとんどの地点で軟体類（軟体動物）、多毛類（環形

動物）が優占種となった。 

東京湾内では、春季に種類数が多く、夏季に著しく減少する傾向にある。

河口部では、他の地点に比べて出現種類数が多い傾向にあり、夏季でも比較

的種類数が多い。浅海部の三枚洲では、平成 16 年度以前に比べ、平成 18 年

度以降は低い水準で推移していることから、底質環境が変化している可能性

がある。 

 

令和２年度の底生生物の生息環境の状況を図 ２-１７に示す。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境保全度：「東京湾における底生生物等による底質評価方法」に従い、底質の環境評価区分を５段階に分

け、底生生物の総出現種類数など４項目で評点をつけ、評点の合計による評価。 
 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書 東京都環境局 
 

図 ２-１７ 底生生物の生息環境の状況 
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２-２ 社会的特性 

社会的特性については、浸水のおそれのある区域（図 ２-１８の着色部）に

おいてデータの整理を行った。 

※ 社会的特性における各地区の境界は、海岸保全施設整備計画における境界とは一部異なる。 
 

図 ２-１８ 東京の海岸の範囲 
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東京の海岸の現況写真を図 ２-１９に示す。 
 

 

撮影 令和 3年 1 月 

 

図 ２-１９ 東京の海岸の現況写真 
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（１）人口 

 

○昼間に活発な経済活動が営まれており、昼間の人口の集中度が高い。 

○江東、中央、港、港南地区は世帯数が多く、居住系土地利用の比率が高い地

区である。 

 

東京の海岸は、全般的に夜間より昼間の方が人口の集中度が高く、昼間に活発

な経済活動が営まれている。 
江東、中央、港、港南地区は世帯数が多く、居住系土地利用の比率が高い地区

である。ただし、港地区は昼間人口の割合が特に多いことから、経済活動空間と

しての色合いが濃い地区である。 
豊洲・晴海・有明北地区については、一部で再開発が進められており、沿岸域

の新たな居住空間を創出している。 
なお、葛西地区は公園、羽田地区は空港として利用されているため、昼間の利

用がほとんどである。 
東京の海岸における世帯数を図 ２-２０に、昼間･夜間人口の分布を図 ２-２１

に示す。 
 

 
                   出典：平成 27 年国勢調査より作成 

 

図 ２-２０ 東京の海岸の世帯数 
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           出典：平成 27 年国勢調査、東京の土地利用（平成 28年東京都区部）より作成 
 

図 ２-２１ 東京の海岸の昼間・夜間人口比率 

江東地区 

中央地区 

港地区 

港南地区 

羽田地区 

副都心地区 

豊洲・晴海･有明北地区 

東部地区 

葛西地区 

地区名 昼間人口（人） 夜間人口（人）

江東地区 275,945 194,529

中央地区 72,621 61,205

港地区 386,605 73,493

港南地区 373,879 302,346

東部地区 31,627 5,914

副都心地区 44,135 6,561

豊洲・晴海・有明北地区 21,585 16,790

1,062 0

羽田地区 47,176 1
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（２）産業及び土地利用 

 

○湾岸道路の外側は、ふ頭や倉庫など工業系の土地利用が主である。 

○湾岸道路の内側は、住宅系を含む複合的で稠密な土地利用が水際まで及んで

いる。 

○今後、土地利用の転換により都市化する地区がある。 

 

東京の海岸は、古くから貿易港として発展してきたため、工業系のふ頭や倉庫

などの土地利用が多いが、外郭防潮堤内側（江東、中央、港、港南地区）では、

公共、商業、住宅系の割合も多く、複合的な土地利用がみられる。 
外郭防潮堤外側では、特にふ頭用地としての利用が多く、羽田、東部、副都心

地区では、ふ頭用地等の工業系の比率が高い。 
しかしながら、副都心、豊洲・晴海・有明北地区では、土地利用の転換が進行

しており、住宅や商業系の複合都市として整備が進められている。 
 
東京の海岸の土地利用状況を図 ２-２２に、埋立地の土地利用計画を図 ２-２

３に、東京の海岸の都市計画用途地域図を図 ２-２４に示す。 
 

 
  ※農業用地、鉄道、道路等のその他用地は面積計上から除いている。 

      出典：平成 28年度区部土地利用現況調査(H30.5 公表)より作成 
 

図 ２-２２ 東京の海岸の土地利用面積 
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出典：東京港便覧 2022  

 

図 ２-２３ 埋立地の土地利用計画 
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出典：令和 3年時点 都市計画情報等インターネット提供サービス（東京都都市整備局）より作成 
※ 住居系の用途地域 ： 主に住居の環境を保護するために定められる地域  

商業系の用途地域 ： 主に商業その他の業務の利便性を増進するために定められる地域  
工業系の用途地域 ： 主に工業の利便性を増進するために定められる地域  

 
図 ２-２４ 都市計画図（用途地域等） 
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（３）沿岸利用 

 

○京浜運河沿い周辺、お台場や葛西沖人工なぎさなど、緑豊かな水辺空間はレ

クリエーションの場として利用され、人々に心の平穏や癒しを与えている。 

○東京の海岸は、ヨット訓練などの海洋スポーツや、釣り、野鳥観察など環境

学習の場として利用されており、多くの人々に海に親しむ機会を提供してい

る。 

 

東京の海岸のレクリエーション施設(主な海上公園等)の分布状況を図 ２-２５

に示す。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２-２５ レクリエーション施設（主な海上公園等）の分布状況 

お台場海浜公園 

辰巳の森海浜公園 

大井ふ頭中央海浜公園 

東京港野鳥公園 

城南島海浜公園 

城南島海浜公園 

葛西海浜公園 

葛西海浜公園 

若洲海浜公園 

若洲海浜公園海釣り施設 

晴海埠頭公園 

葛西臨海公園 

海の森公園 

大井ふ頭中央海浜公園 

辰巳の森海浜公園 

東京港野鳥公園 

海上公園 

凡 例

主な海上公園

お台場海浜公園 磯遊び、ボードセーリング

大井ふ頭中央海浜公園 各種スポーツ、磯遊び、釣り

東京港野鳥公園 野鳥、自然観察

葛西海浜公園 磯遊び、釣り

若洲海浜公園 ゴルフ場、釣り施設

城南島海浜公園 砂浜遊び、キャンプ場

辰巳の森海浜公園 散策、テニス、パターゴルフ

中央防波堤外側海浜公園 
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  1）海岸におけるイベント 

東京湾の水辺の魅力の向上に向け、東京都が推進し地域主体での取組で進

められている「運河ルネサンス」では、運河を観光資源として地域の魅力や

賑わいを創出するために各種イベント等が行われている。 
また、「東京ベイ・クリーンアップ大作戦」といった海岸美化への啓発活

動や、東京港野鳥公園や大井ふ頭中央海浜公園等の海浜公園での自然観察会

や野鳥観察会、都内の小学校を対象とした海上バスによる東京港社会科見学

などの学習活動も行われている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東京ベイ・クリーンアップ大作戦 

写真：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団ＨＰ 
 
 

※東京ベイ・クリーンアップ大作戦 ：主催 東京ベイ・クリーンアップ 大作戦実行委員会 

野鳥観察会           ：主催 東京都、公益財団法人日本野鳥の会 

東京港社会科見学        ：主催 東京都港湾局 

 

海浜の清掃 海底の清掃 

運河クルーズ 

 

カヌー・ボート体験 

 

「運河ルネサンス」での主なイベント 

写真：東京都港湾局資料 

水上自転車 

 

ナイトクルーズ 
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  2）イベントや環境学習の広報 

東京の海岸におけるレクリエーション施設の利用や、環境学習への参加申

し込みなどは、東京都港湾局や東京港埠頭株式会社などのホームページにお

いて幅広く紹介しており、一般都民のイベント参加や学習活動が気軽にでき

るようになっている。 
東京港野鳥公園の例では、バードウォッチング、環境学習、自然観察など、

学習への取り組みを紹介している。 
各ホームページで紹介されている施設案内の抜粋を表 ２-８に示す。 

 

 
表 ２-８(1) 主な海上公園の特色 

 

公 園 名 交 通 特 色 

駐

車

場 

海

岸

に 

近

づ

け

る 

水

を 

見

ら

れ

る 

水

に 

触

れ

ら

れ

る 

海

岸

で 

遊

べ

る 

お台場 

海浜公園 

新交通ゆりかもめ 

お台場海浜公園駅、台場駅下車 徒歩３分 

海上バス（日の出桟橋⇔お台場海浜公園） 

お台場海浜公園下船 

磯遊び 

ボードセーリング 

景観 

○ ○ ○ ○ ○ 

大井ふ頭中央 

海浜公園 

モノレール 大井競馬場前下車 徒歩 8分 

京急バス（大森駅東口⇔八潮パークタウン） 

中央公園下車徒歩 5分 

各種スポーツ（有料） 

磯遊び・釣り・自然観察・散策 
○ ○ ○ ○ ○ 

東京港 

野鳥公園 

モノレール 流通センター下車徒歩 15 分 

JR バス（大森駅東口）または京急バス（大森駅東口） 

森 24,32,36,41,43,45,47 系統 

東京港野鳥公園または野鳥公園下車 徒歩 5分 

有料公園 

景観・散策・自然観察 
○  ○   

葛西海浜公園 
JR 葛西臨海公園駅下車 徒歩 11 分 

都バス（葛西駅⇔ 葛西臨海公園駅） 

砂浜遊び・釣り 

「野鳥・自然観察」 
○ ○ ○ ○ ○ 

城南島海浜公園 
京急バス（JR 大森駅東口⇔城南島循環） 

城南島四丁目下車 徒歩 3分 

キャンプ場（有料） 

砂浜遊び・散策・景観 
○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

表 ２-８(2) 施設見学ガイド 

 

施設名 内容 見学方法（問合せ先） 

東京港社会科

見学船 

海上バスに乗って港の施設

や役割を紹介する。 

●対象 都内の小学校 4年生～中学校 3年生 

●見学時間 1 時間程度 

●受付方法 電話申し込み 

●連絡先 一般社団法人 東京都港湾振興会（03-6380-7450) 

東京港の行政

視察 

海上から東京港の物流拠点

等の見学 

●対象 15 歳以上(中学生は除く)  

●料金 無料 

●所要時間 1.25 時間 

●連絡先 東京都港湾局 総務部総務課広報・国際（03-5320-5524） 
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  3）清掃活動 

東京港野鳥公園や大井ふ頭中央海浜公園、城南島海浜公園、お台場海浜公

園では、ボランティアによる海浜清掃が行われている。 
水域については、清掃船６隻、運搬母船１隻により、約 5,500 万平米（東

京ディズニーランド敷地面積の約 100 個分）を海上や運河に浮遊する塵の収

集作業を行っている。 
その他、海域の浄化能力の向上のため磯浜や浅場の造成等や、航路及び運

河部の汚泥浚渫なども行っている。 
  

 
 

 
大井ふ頭中央海浜公園なぎさの森      ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ in 城南島 2019 

各海浜公園でのボランティアによる清掃活動 
（写真：東京都港湾局ＨＰ、東京港南部地区海上公園ガイドホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

清掃船による浮遊ゴミの回収           清掃船で回収したごみ 
（写真：東京港埠頭株式会社ホームページ） 
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（４）海岸管理 

 

○防潮堤等の天端については、３～５年に一度、定期点検を行い、水準測量に

より防潮堤等の高さを確認している。 

○水門、排水機場等の施設については、定期的な点検、整備を行っているとと

もに、防潮堤や内部護岸は、日常巡視により、亀裂や目地開きなどの有無の

確認を行っている。 

○護岸上部の遊歩道は、地元区と維持管理協定を締結し、各地区の特徴に配慮

し、水辺空間へアクセスできるよう護岸の開放に取り組んでいる。 

 
都が護岸本体整備を行い、護岸上部の遊歩道などは、地元区と維持管理協定を

結び、植栽などの表面整備は地元区で対応し各地区で都民利用に配慮した護岸の

開放に取り組んでいる。 
護岸の開放状況、海上公園及び都市公園部のアクセス状況を図 ２-２６に示す。 
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出典：海上公園計画図等(令和 4年 4月 1日現在)より作成 

 

図 ２-２６ 護岸の開放状況 

  
 

新砂

夢の島

15号地

有明

荒
川

江東区
中央区

港 区

品川区

大田区

川崎市

13号地

豊洲ふ頭

晴海ふ頭

大横南川支流

臨海副都心

隅
田
川

葛西海岸

中央防波堤
内側埋立地

新海面処分場

大井ふ頭その1

大井ふ頭その2

京浜島
昭和島

東京国際空港

多摩川

新呑川

内川

立合川

目黒川

古川

品
川
ふ
頭

海岸保全区域の開放区間

凡 例

主な海上公園(陸･水域)

都市計画公園

※東京港建設事務所高潮対策センター 
管理区間による。 

※ 

区界 

区界 

区界 
大横川南支川 
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２-３ 関連する法規制 

 

海岸に関する法律とその概要を表 ２-９に示す。 
 

表 ２-９ 海岸に関する法律とその概要 

法 律 名 概      要 

適用範囲 

海 

岸 

線 

海 

域 

陸 

域 

国 
土 
保 
全 
関 
係 

海岸法  
津波、高潮、波浪などによる被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備

と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資するために、

海岸保全区域の指定、海岸保全施設の整備等について定める。 
○ ○ ○ 

河川法  
洪水、高潮等による災害の発生の防止、適正な利用、流水の正常な機能維持、及

び河川環境の整備と保全のために、河川管理の原則等について定める。 
  ○ 

森林法 
国土保全と国民経済の発展に資するために、森林の保続培養と生産力の増強にと

って必要な森林、保安林等に関する基本的事項について定める。 ○  ○ 

災害対策基本法  
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災計画の作成、

災害予防、災害応急対策、災害復旧等について定める。 
○ ○ ○ 

水防法  
洪水又は高潮に際し、公共の安全を保持するために、水防組織、水防活動、指定

水防管理団体の組織及び活動等について定める。   ○ 

津波防災地域づくり

に関する法律 

津波による被害を防止又は軽減するための地域の整備、利用及び保全を総合的に

推進するための法律。 
○ ○ ○ 

環 
境 
保 
全 
関 
係 

環境基本法 
現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保のために、環境の保全に関する

施策の基本となる事項等について定める。 ○ ○ ○ 

鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律 
自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資す

るために、鳥獣保護事業の実施、狩猟の適正化等について定める。 ○ ○ ○ 

自然公園法  
自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保険、休養お

よび教化に資するために、国立公園、国定公園の区域等について定める。 ○ ○ ○ 

自然環境保全法 
現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するために、自然環境の

保全の基本理念その他自然環境の保全に関する基本事項等について定める。 ○ ○ ○ 

都市緑地法 
健康で文化的な都市生活の確保に寄与するために、都市における緑地の保全及び

緑化の推進に関し必要な事項について定める。 ○  ○ 

水質汚濁防止法  
国民の健康の保護のために、工場及び事業場から公共用水域に排出される汚水及

び廃液等の規制につていて定める。 ○ ○ ○ 

海洋汚染等及び海上

災害の防止に関する

法律 

海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資するために、廃油

の適正な処理、排出された油、有害液体物質等の防除並びに海上火災の発生及び

拡大の防止等のための措置等について定める。 
○ ○  

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、廃棄物の適正な分別、保管、

収集、運搬、再生、処分等の処理について定める。 ○  ○ 

利 
 

用 

 
関 
 

係 

港湾法  
港湾の秩序ある整備と適正な運営のために、港湾の開発、利用及び保全の方向に

関する事項、港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項等について定める。 
○ ○ ○ 

水産基本法 
国民に対する水産物の安定供給及び水産業の健全な発展を図るために、水産に関

する施策についての基本的な方針、水産物の自給率の目標等について定める。 
 ○  

漁港漁場整備法 
漁港漁場整備事業の総合的・計画的な推進を主目的とし、漁港漁場整備事業の推

進に関する基本方針、効率的な実施に関する事項等について定める。 
 ○  

沿岸漁場整備開発法 
沿岸漁業の発展と水産物の供給増大に寄与するため、水産動物の種苗・放流、並

びに水産動物の育成を推進するための処置等について定めている。 
 ○  

漁業法 
漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって、水面を総合的

に利用し、効率的な漁業経営のため、漁業生産に関する基本的制度等を定める。  ○  

水産資源保護法 
水産資源の保護培養を図り、漁業の発展に寄与するため、採集制限、漁法の制限、

保護水面、工事の制限等について定める。  ○  

海上交通安全法 
船舶交通の安全のために、船舶交通が輻輳する海域について、交通方法の指定、

海難発生時の措置等を定める。  ○  

海上衝突予防法 
海上における船舶の衝突を予防のために、航洋船の航行できる海洋及び接続する

水域について、灯火、霧中航法、航法進路信号等について定める。  ○  

公有水面埋立法 
公有水面を陸地となし、財産を付与するため、河、海、湖、沼等の公有水面の埋

立に関する免許、出願書類等について定める。  ○  

国土利用計画法 
総合的かつ計画的な国土の利用を図るために、国土利用の構想を示す国土利用計

画及び土地利用基本計画、土地取引の規制に関する措置等について定める。 
○  ○ 

都市計画法 
都市の健全な発展、国土の均衡ある発展と公共福利の増進等のために、都市計画

制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項等について定める。 ○  ○ 

総合保養地域整備法 
国民の福祉の向上、国土及び国民経済の均衡ある発展のために、教養文化活動、

集会等の機能整備を促進する措置等について定める。 
○  ○ 
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（１）海岸法 

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護すると

ともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土

の保全に資することを目的としている。都道府県知事は、海水又は地盤の変動に

よる被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他管理を行う必要が

あると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指

定することができる。 
 
（２）環境基本法 

環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び

国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項

を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類

の福祉に貢献することを目的としている。 
環境の恵沢の享受と継承、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構

築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進などを掲げている。 
 

（３）港湾法 

港湾法は、港湾の秩序ある整備、運営や航路の保全等を目的としている。港湾

の管理は法に基づき設立された港務局や地方公共団体であるが、管理する区域と

して、国土交通大臣又は都道府県知事の許可により港湾区域が定められる。 
この港湾区域又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者の長が指定す

る港湾隣接地域内において指定重量をこえる建造物の建設等をする場合には、港

湾管理者の長の許可が必要である。 
なお、公有水面埋立法に基づき免許を受けたものは除外される。 
また、都市計画において定められた臨港地区のほかに、港湾管理者は、都市計

画区域外の地域について、国土交通大臣の許可により臨港地区を定めることがで

きるとしている。臨港地区内において、工場や廃棄物処理施設などの建設又は改

良を行う場合は、港湾管理者の長に届出なければならない。 
 
（４）都市計画法 

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計

画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図

り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として

いる。 
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及

び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限の基に土

地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めている。 
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２-４ 関連する諸計画 

 

○海岸に関わる国の主な計画としては、国の防災について定めている防災基本

計画や海岸保全基本方針がある。この基本方針では、気候変動の影響を踏ま

えて適切な防護水準を確保する方向性が示された。その他、将来的にも良好

自然環境が保全されるように定めた環境基本計画がある。 

○都の計画には、都政の新たな羅針盤となる「『未来の東京』戦略」や東京都

の防災に関する計画である「東京都地域防災計画」等がある。また、沿岸６

区では、都の計画を踏まえ地域のあり方を長期的な視点から基本構想などで

定めている。 

 

主な関連計画を表 ２-１０に示す。 



1-44 

 

表 ２-１０ 関連計画等 

関 

 

連 

 

計 

 

画 

 

＜ 国 の 計 画 等＞ 

国 

・｢首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成 27 年 3 月 閣議決定）｣   

・｢南海トラフ地震防災対策推進基本計画｣（令和 3年 5月一部変更 中央防災会議） 

・海岸保全基本方針（令和 2年 11 月 農林水産省、国土交通省） 

・第 5次環境基本計画（平成 30 年４月 環境庁） 

・河川整備計画（海岸保全施設に接続する河川） 

＜ 都 の 計 画 等＞ 

東京都 

・地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針（平成 24 年 8 月） 

・東京都国土強靭化地域計画（平成 28 年 1 月） 

・東京都地域防災計画 （風水害等編：令和 3年修正、震災編：令和元年修正） 

・「未来の東京」戦略（令和 3年 3月） 

・TOKYO 強靭化プロジェクト（令和 4年 12 月） 

・河川整備計画（海岸保全施設に接続する河川） 

・東京港海岸保全施設整備計画（令和 5年 3月） 

・高潮浸水想定区域図（令和 4年 4月） 

＜関連区総合計画等＞ 

江東区 

・基本構想（平成 21 年 3 月） 

・長期計画（令和 2年 3月） 

・都市計画マスタープラン（令和 4年 3月） 

・江東区地域防災計画（令和 2年度修正） 

・江東区国土強靭化地域計画（令和 4年 3月） 

中央区 

・基本構想（平成 29 年 6 月） 

・基本計画 2018（平成 30 年 3 月） 

・環境行動計画 2018（平成 30 年 3 月） 

・緑の基本計画（平成 31 年 3 月） 

・水辺利用の活性化に関する方策（平成 18 年 4月） 

・中央区地域防災計画（令和 3年修正） 

・国土強靭化地域計画（令和 4年 3月） 

港区 

・基本構想（平成 14 年 12 月） 

・基本計画・実施計画（令和 3年 1月） 

・港区まちづくりマスタープラン（平成 29 年 3月改定） 

・港区地域防災計画（令和 4年 3月修正） 

・港区緑と水の総合計画（令和 3年 2月） 

品川区 

・基本構想（平成 20 年 4 月） 

・品川区まちづくりマスタープラン（平成 25 年 2 月） 

・長期基本計画（令和 2年 4月） 

・総合実施計画（令和 4年 4月） 

・品川区地域防災計画（平成 29 年度修正※令和 2年度一部修正） 

・品川区強靭化計画（令和 4年 3月） 

・品川区水とみどりの基本計画・行動計画（令和 4年 3月改定） 

・品川区水辺利活用ビジョン（令和 2年 5月） 

大田区 

・基本構想（平成 20 年 10 月） 

・大田区景観計画（平成 25年 10 月） 

・新おおた重点プログラム（令和 4年 3月） 

・大田区都市計画マスタープラン（令和 4年 3月） 

・大田区地域防災計画（令和 4年修正） 

江戸川区 

・江戸川区都市計画マスタープラン（平成 31 年 3 月） 

・2100 年の江戸川区（共生社会ビジョン）（令和 4年 8月） 

・2030 年の江戸川区（SDGs ビジョン）（令和 4年 8月） 

・江戸川区地域防災計画（令和 3年度修正） 
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２-５ 地元区の海岸に関する計画 

 

○地元区の計画において、防災面では海岸保全施設の整備や震災対策等の他、

運河を利用した物資輸送や救助活動等が計画されている。 

○環境面では、運河沿いに緑道や公園を整備し、水辺と緑のネットワーク化を

図る計画が多く、その他、下水道から流出する未処理水対策などの水質改善

等が計画されている。 

○利用面では、運河に遊歩道等を整備し、水辺の魅力を高めるとともに、運河

の景観や運河利用と一体となったレクリエーションの場の拡充などが計画さ

れている。 

 

東京の海岸６区の海岸に関する主な計画を表 ２-１１に示す。 
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表 ２-１１ 東京の海岸の海岸に関する主な計画 

区名 防災に係わる計画 環境に係わる計画 利用に係わる計画 

江 

東 

区 

・関係機関と連携し、堤防・水門等の整

備、耐震・耐水対策を促進する     

                                

                            

・潮風の散歩道の整備等により、水辺と

緑のネットワークの形成を図る 

                              

・運河ルネサンス制度を活用し、運河等

の水域利用や賑わいの創出など水辺空

間の魅力向上を図る 

中 

央 

区 

・首都直下地震をはじめ、風水害や大規

模事故等の災害に対し、「自助」「共

助」の取組を積極的に支援するととも

に、「公助」と一体となった総合的な

防災力の向上に取り組む              

・朝潮運河等の護岸整備に合わせ、自然

環境や周辺環境との調和にも配慮した

水辺空間を創出する 

・河川や運河沿いの水辺空間の活性化を

図るため、親水性や水辺の回遊性に配

慮した水辺環境を整備する 

 

港 

区 

・大型台風や集中豪雨等による浸水被害

に備え、浸水想定区域にある区有施設

について、城南地区河川流域(古川)・

荒川・隅田川及び新河岸川流域の浸水

想定と、高潮による浸水想定をもとに、

浸水規模を踏まえた対策を実施する 

・大小様々な緑と水辺をつなぐエコロジ

カルネットワークを形成しながら、住

む人、働く人、訪れる人、生きものが

ともに快適に過ごすことのできる、水

と緑のうるおいと生物多様性の恵みを

大切にするまちの実現をめざす 

・運河を魅力ある空間としていくため、

東京都や芝浦運河ルネサンス協議会、

区民、事業者と連携、協働して、運河

沿緑地における花や緑の育成、運河沿

緑地やこれと一体となったオープンス

ペースの活用など、運河に沿った空間

の活用を進める。 

・運河や海辺を区民が一層ふれあえる場

としていくため、区民・事業者と連携、

協働して清掃活動や環境学習の場とし

ての活用を進める。 

・都市と海が融合した貴重な海辺景観を

保全、活用するとともに、台場などの

歴史的資源、橋りょうや運河などのラ

ンドマークを生かした景観形成を進め

る。 

品 

川 

区 

・浸水被害等防止に向けた対策とあわせ

て、円滑な降雨・水位等の情報周知体

制強化や避難勧告等の基準明確化、訓

練による防災力向上等の早期の避難体

制の構築など、豪雨災害へのソフト対

策の充実を図る 

・都と連携しながら、未整備の護岸等の

整備を進め、高潮および津波からの被

害軽減を図る 

・生物の貴重な生息・生育空間となって

いる、まとまりのあるみどりを有する

公園・緑地や干潟、砂浜などの保全・

再生を進める 

・水とみどりの厚みのある軸の形成に向

け、河川や運河の護岸緑化、街路樹の

整備を進める 

・近隣自治体や東京都とも連携しながら、

より効果的な水質改善対策を実施する

ことにより、人がふれあい生き物が生

息できる、豊かな水環境の実現を目指

す 

・公園・緑地や河川空間などのオープン

スペースについて、従来通りの使い方

だけではなく、民間等と連携しながら

柔軟に活用し、居心地が良いまちなか

に、サードプレイスを形成する 

・勝島運河は、しながわ花海道といった

地域主体の取り組みによる四季を感じ

ることのできる護岸整備がされている

とともに、旧東海道も近接しているた

め、こうした地域資源を活かした回遊

性の向上を図る。また、入江となった

運河の形状を活かして、動力船と水上

アクティビティの棲み分けを行うなど

して、運河に親しむことができる空間

を確保する 

大 

田 

区 

・近年頻発する集中豪雨・台風に対応す

るため、河川の堤防や護岸の耐震化、

下水道の整備、防潮施設の整備など、

国や東京都と連携し総合的な治水対策

を推進する 

・公園や緑地における緑化の推進や、崖

線の樹林地・河川敷などの区内に残る

貴重な自然環境を保全し、脱炭素が進

む都市づくりを推進する 

 

・区民の生活環境の向上や都市の魅力向

上に加えて、区民のレクリエーション、

健康増進、子育て支援、生物多様性確

保などを支えるため、水と緑のネット

ワークづくりを推進する 

江戸 

川区 

・水門施設の信頼性の確保と適切な維持

管理を実現するために、施設改修や点

検を実施 

・情報伝達体制の整備及び区民への津波

防災知識の普及啓発などの対策を講じ

る 

・葛西海浜公園がラムサール条約登録湿

地であることの認知度向上を図る 

・豊かな水辺を維持するため、葛西海浜

公園西なぎさと東なぎさや荒川河川敷

でのクリーン活動や環境フェアなどの

イベント・広報活動を行い、水辺の利

用を促進する 

出典：各区の総合計画等より作成 
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３ 海岸区分と海岸保全施設 

 

３-１ 海岸区分 

 

東京の海岸線※は、そのほとんどが埋立てによる造成地で形成されており、

海岸線は、防潮堤や護岸、岸壁、人工海浜などの人工構造物からなっている。

大別すると、東京港海岸と葛西海岸に分けられる。 

 

東京の海岸区分とその延長を表 ３-１に示す。 
※：伊豆諸島・小笠原諸島を除く 

 

表 ３-１ 東京の海岸区分とその延長 

 

海 岸 区 分 該当区 
海岸線 

延 長 

海岸保全区域 

延長 

東京港海岸 江東区、中央区、港区、品川区、大田区 191.8km 106.0km 

葛西海岸 江戸川区 2.0km 2.0km 

合 計 193.8km 108.0km 

 
 

（１）東京港海岸 

東京港は、産業活動や住民の生活に必要な物資の流通を担う都市型商業港湾と

して発展し、東京圏や北関東、甲信越、南東北など広範囲な地域で生産され、消

費される貨物を国内・海外各地へ円滑に一貫輸送するための海陸の結節点として

広域的輸送ターミナルの役割を果たしている。このため、背後地はふ頭機能を補

完する倉庫や物流センターなどの工業系を中心とし、さまざまな経済活動が営ま

れている。 
東京港海岸は、基本的に東京港の港湾区域及び港湾隣接区域からなっている。

なお、隅田川や荒川などの河川については、本計画の対象外である他、羽田空港

については、国土交通省の所管となっている。 
 

（２）葛西海岸 

葛西海岸は、昭和 60 年代に東京都が実施した土地区画整理事業を行うなかで、

防潮堤が築造された。あわせて、この地区では葛西臨海公園や葛西臨海水族園な

ども整備され、都民が水際に親しみ、憩える空間を提供している。ここには、水

族園、鳥類園、宿泊施設、大観覧車、海上バス発着所などがあり、水域部の葛西

海浜公園の人工なぎさと共に一体的に利用され、多くの来園者で賑わっている。

人工なぎさには、一般に公開された西なぎさと非公開の東なぎさがあり、西なぎ

さは水遊びや砂遊びの場として、東なぎさはバードサンクチュアリとして利用さ

れている。 
 



1-48 

 

３-２ 海岸保全区域 

 

○東京都は、高潮・波浪等の自然災害から、都民の生命や財産を守るため、東

京の海岸に総延長 108.0km の海岸保全区域を指定している。 

○海岸保全区域は、高潮・波浪等から背後地域を直接防護する外郭防潮堤や堤

外地防潮堤設置箇所及び、運河部等において内水面の上昇から背後地域を防

護する内部護岸設置箇所に指定している。 

 

海岸保全区域延長を表 ３-２に、東京の海岸線と海岸保全区域を図 ３-１に

示す。 
 
 

表 ３-２ 海岸保全区域延長 
 

海岸区分 海岸保全区域 

東
京
港
海
岸 

外郭防潮堤 39.8 

堤外地防潮堤 20.6 

内部護岸 45.6 

小計 106.0 

葛
西
海
岸 

外郭防潮堤 2.0 

小計 2.0 

合計 108.0 

 
 

 

 

 

単位:Ｋｍ 
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図 ３-１ 東京の海岸保全区域 

 

※ 外郭防潮堤：伊勢湾台風を契機に、本格的な高潮対策事業を開始した当時からの既成市街地等を  

      高潮などから防護するための第一線の防潮堤 

堤外地防潮堤：外郭防潮堤外側の埋立地（堤外地という）を高潮等から防護するための防潮堤 

内 部 護 岸：防潮堤や水門の内側にある埋立地を浸水等から防護するための護岸 

 

 

凡  例 

 外郭防潮堤  

海岸保全区域  堤外地防潮堤 

 内部護岸 

 海岸保全区域(予定) 

令和３年３月現在 
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３-３ 海岸保全施設 

 

○海岸保全施設は、高潮や津波から海岸を防護し、国土の保全に資することを

目的とし、東京都では防潮堤、水門、排水機場、陸こう及び堤内の運河部に

ある内部護岸からなっている。 

○外郭防潮堤や水門、排水機場、陸こうは、伊勢湾台風(昭和 34 年)級の台風を

想定した高潮から背後地域を防護している。 

○内部護岸は、台風等の高潮時に水門を閉鎖した後の降雨・下水等の内水域（運

河部等の水域）への流入による内水面上昇から背後地域を防護している。内

水面の上昇に対しては、排水機場により外郭防潮堤の外側へ強制的に排水す

ることにより、水位上昇を抑えている。 

○外郭防潮堤外側で、新たに防護すべき必要性が生じた地区については、堤外

地防潮堤を整備し、防護している。 

 

水門や陸こうは、高潮等から背後地を防護するために、運河や道路を横切って

設けている施設である。通常は開放しているが、高潮時等には閉鎖し、外郭防潮

堤と同様な役割を果たす。 
高潮からの防護方法の模式図を図 ３-２に、東京の海岸保全施設の配置（伊豆

諸島、小笠原諸島を除く。）を図 ３-３に示す。 
 

 
図 ３-２ 高潮防護の模式図 

陸こう 

排水機場 

内部護岸 防潮堤 水門 
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図 ３-３ 海岸保全施設の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  例 

 外郭防潮堤 

 堤外地防潮堤 

 内部護岸 

 水門 

 排水機場 

 高潮対策センター 
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３-４ 海岸保全施設の整備の経緯 

 

○東京の海岸の海岸保全施設は、昭和 34 年の伊勢湾台風を契機に、高潮防護

区域を東京港全域に広げ本格的な整備を開始した。 

○危険度の高い江東地区および中央地区は昭和 40 年度に、港南地区の一部は

昭和 41 年度に、港地区は昭和 54 年度に防潮堤を整備し、いずれも完成して

いる。 

○平成 11 年５月の海岸法一部改正により、これまでの｢防護｣に加え、｢環境｣、

｢利用｣の３つの面で調和のとれた海岸管理を目指すこととした。 

 
東京都の沿岸は、江戸時代以前、遠浅の入江や低湿地帯の自然海浜であったが、

家康の入府とともに埋立てが始まった。 
明治時代に入ると、横浜をしのぐ貿易港としての発展を目指す上で、隅田川よ

り流出する泥土のために船の入港が困難となっていた。このため、東京湾澪浚工

事として泥土の除去が行われた。この泥土の処分場所として埋立地が拡大してい

くこととなった。その後、現在まで広大な土地の造成が行われ、埋立地の都市化

により居住空間が拡大してきたため、これらの防護の必要性から海岸保全施設の

整備を開始することとなった。東京港海岸保全事業の推移を表３-３に、海岸保

全施設（防潮堤）の経年変化を図３-４に示す。 
 

表３-３ 東京港海岸保全事業の推移

18  

東
京
港
海
岸
保
全
施
設
緊
急
整
備
計
画 

地
震
・
津
波
に
伴
う
水
害
対
策
に
関
す
る 

東
京
港
海
岸
保
全
施
設
整
備
計
画 

24  

東
日
本
大
震
災
（
平
２
３
・
３
） 

基
本
方
針 
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図３-４ 海岸保全施設（防潮堤）の経年変化 

※ 赤線が防潮堤を示す。 
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３-５ 水門の遠隔制御システム 

 

〇津波、高潮などから都民の生命を守るため、都内には港湾局の施設として 1５

の水門を設置している。 

〇東京港には昭和 54 年から「遠隔制御システム」が導入され、情報の集中管理、

指揮・命令系統の一元化及び水門操作等の迅速化を図ってきた。 

〇現在、東京港の東部地域に位置する江東区辰巳の「高潮対策センター」に加え、

港区に「高潮対策センター」と同等の機能をもった「第二高潮対策センター」

の整備が完了し、平成 27 年 4 月より運用を開始している。二拠点化を実現す

ることにより、相互バックアップの体制が強化され、信頼性がより向上した。 

〇開閉操作訓練については、水門・排水機場については毎月２回、陸こうについ

ては毎月１回行っている。さらには、災害対策用資機材(土のう、砂等)や防災

無線の点検などの日常的管理を行い、防災体制に万全を期している。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一高潮対策センター

通信網

第二高潮対策センター

司令機能
指令

遠隔監視・操作機能

監視・操作監視・操作

相互
バックアップ

遠隔監視・操作機能

指令

第二高潮対策センター（港区） 高潮対策センター（江東区） 

（２拠点化） 

高潮対策センター（操作室） 

各地区の水門 
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４ 今後の課題 

 

前項までに取りまとめた東京都海岸の特性を考慮し、防護、環境、利用の観

点から整理した具体的な課題を次に示す。 

 

４-１ 海岸の防護に関わる課題 

 

（１）高潮等による浸水被害から背後地の安全性を確保 

東京の海岸は、人口・資産の集積度が非常に高く、高潮等による浸水の被害は

極めて甚大なものとなる。現在、防潮堤は概ね整備が完了しているが、内部護岸

には要整備区間が残されている。 
このため、要整備区間の整備を一層推進し、高潮等による浸水被害から背後地

の安全性を確保することが重要である。 
また、気候変動の影響による海面上昇等の長期的な自然条件の変化についても

適切に防護水準へ反映させ、将来を見据えた整備を推進していく必要がある。 
 

（２）津波から背後地の安全性を確保 

最大級の地震が発生した場合でも津波等による浸水を防ぐよう防潮堤、水

門等の耐震対策を実施するとともに、水門・排水機場の電気・機械設備の耐

水対策等を実施してきた。 
引き続き整備を推進し、津波等による浸水被害から背後地の安全を確保す

ることが重要である。 
 

（３）豪雨災害への対応 

国土交通省「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言では、台風が大型化

し、降雨量が増加すると予測されている。このため、将来の降雨量の増大に備え

た排水機場の機能強化が必要となる。 
 

（４）市街化への対応 

外郭防潮堤外側にある港湾物流に利用されている用地などについても、土地利

用の転換により将来的には住居や商業施設の集積などが予想される。土地利用の

状況等を踏まえ、必要に応じて、防護範囲を見直すことが必要である。 
 

（５）防災情報の共有 

災害に対し住民が事前に知識を有していることや、発生後の対応について理解

していることは、防災・減災に大きく寄与することから、高潮に関する情報を積

極的に提供し、住民の危機意識の向上を図っていくことが重要である。 
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４-２ 海岸環境の整備及び保全に関わる課題 

 

（１）良好な景観の創出 

現状の海岸保全施設の一部の箇所は、水門門扉の警戒色や防潮堤の無機質なコ

ンクリートの壁面など、周辺の景観と調和がとれていない箇所が見受けられる。

沿岸域への居住人口の増加や水辺空間の利用が進む中、より一層、周辺の景観へ

の配慮が必要である。 
また、遊歩道などの線的な緑と、海上公園や都市公園などの拠点的な緑との連

続性を確保し、緑地のネットワーク化を目指していくことも必要である。 
 
（２）生物の生息環境の再生 

東京の海岸には下水道や河川から汚濁負荷が流入し、また、運河部は海水が滞

留しやすく、潜在的に水質・底質が悪化する要因を抱えている。 
将来を見据えて自然環境の再生を図るため、関係行政機関の環境負荷の低減施

策を講じるとともに、海岸保全施設整備の際には、水生生物の生息環境に配慮す

るよう努めていくことが必要である。 
 

（３）環境の保全・再生 

東京の海岸では、主に海上公園の緑地や人工海浜が生物の生息環境となってい

る。東京港野鳥公園や葛西海浜公園の東なぎさは、鳥類など多様な生物の生息空

間となっており、城南島海浜公園や葛西海浜公園の海浜、羽田沖の浅場等は、海

が持つ本来の自然浄化機能と生態系を取り戻す重要な役割を果たしている。 
海岸保全施設の整備の際にも、こうした生物の生息環境に配慮していくことが

求められている。 
 

４-３ 海岸における適正な利用に関わる課題 

 

（１）レクリエーションの場の創造 

東京の海岸にある、お台場海浜公園や葛西海浜公園、若洲海浜公園などの水辺

空間は、公園としての利便性を備えたレクリエーションの場として利用され、

人々に潤いや安らぎを与えている。 
海岸保全施設の整備にあたっては、利便性を考慮し、こうした広がりのある空

間と連続させることにより、レクリエーションの場の質の向上を図ることが必要

である。 
 

（２）遊歩道の連続化 

護岸上部の遊歩道は、地元区との調整が整った箇所から開放しているが、背後

地の道路から水際へのアクセスが取れない箇所や行き止まりとなっている箇所

については開放していない場合が多い。 
近年、公開空地の活用等で開放が進みつつあるが、橋梁部などにおいては、遊

歩道が分断されている箇所がある。 
引き続き、人々が水際へ自由・安全・快適に行き来し、水辺の魅力を楽しむこ

とができるよう、地元区と連携し遊歩道の連続化を進めていく必要がある。 
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（３）運河利用の促進 

市街地まで入り組んだ運河は、古来、物流ルートとして利用されてきたが、近

年では「観光資源」という視点を取り入れ、運河等の水域利用とその周辺におけ

るまちづくりが一体となり、地域の賑わいや魅力を創出する運河ルネサンス事業

を一部の地域で実施している。 
これまで、６地区を推進地区に指定し、各地区の主体的な取組みと水域占用許

可の規制緩和により、地域の特色を活かした観光桟橋や水上レストランなどが設

置され、様々なイベントも開催されている。   
今後も、こうした水辺の魅力を高める運河の利用を促進していく必要がある。 
 

（４）背後地との一体的な利用の促進 

運河部では、過去には、運河に背を向け、建築物が建てられた箇所が多く、運

河の景観や水際線を生かしたまちづくりがなされていない場所がある。建築物の

建替や再開発の機会を捉え、水際へのアクセスを確保するなど、背後地との一体

性を確保したまちづくりを進める必要がある。 
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５ 海岸保全の方向性 

 

５-１ 基本理念 

 

東京湾沿岸においては、「首都圏の暮らしと活力をささえる、快適で美しい海

岸」を次世代に継承していくことを、海岸保全の基本理念としている。 
このうち、東京都区間では、「安全な暮らしと心の豊かさを提供する海岸の創

造」を基本方針とし、防護・環境・利用が調和した海岸保全を目指していく。 
沿岸部の区域では、海岸保全施設によって防護している人命や財産が非常に大

きく、かつ、広範囲なものであるため、人命や財産の「防護」を第一とし、浸水

被害から都民を守り、安全で安心な暮らしを提供できる海岸づくりを行う。 
環境面では、次世代によりよい自然環境を引き継ぐために、生物の生息環境の

保全・再生や、景観への配慮などにより、自然と共生したみどり豊かで潤いのあ

る海岸を創造していく。 
利用面では、日常生活や余暇において、海岸に接しやすいという特性を最大限

に生かして、レクリエーションの場の質の向上や、水際の周辺景観などに配慮し、

憩える快適な親水空間を創出するとともに運河利用の活性化を図っていく。 
 
 
 
 
 
 

 

 

「安全な暮らしと心の豊かさを提供する海岸の創造」 

１ 浸水被害から都民を守り、安全で安心な暮らしを提供する 

２ 自然と共生したみどり豊かでうるおいのある海岸を創造する 

３ 憩える快適な親水空間を創出するとともに運河利用の活性化を図る 

４ 地元区、地域住民、ＮＰＯなど、地域レベルの連携を図る 

東京都区間の基本方針 

「首都圏の暮らしと活力をささえる、  

     快 適 で 美 し い 海 岸 」

防護、環境、利用の調和 

防  護 
安全で安心な暮らしを提供する海岸づくり 

環 境 

自然と共生した美しい海岸づくり 

利 用 
人 に や さ し く 快 適 で

活力のある海岸づくり

東京湾沿岸の基本理念 
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５-２ 基本方針 

 

５-２-１ 海岸の防護に関する事項 

 基本方針１：浸水被害から都民を守り、 

安全で安心な暮らしを提供する 

 

防護水準 

 防護の目標とすべき海岸保全施設に作用する高潮や波浪などの外力水準は、以

下のとおりとする。 
１）地震 

  想定される最大級の地震を対象として海岸保全施設を防護することを目標

とする。 
２）津波 
 地域防災計画で想定される津波に対して防護することを目標とする。 
３）高潮 

  「朔望平均満潮位」に「想定される最大の偏差」を加えた計画高潮位に対し

て防護することを目標とする。 
４）波浪 
 50 年再現確率相当の波浪に対して防護することを目標とする。 
５）海面水位の上昇 

  将来の気温上昇に伴い予想される海面水位の上昇に対して防護することを

目標とする。 

 

（１）耐震対策 

想定される最大級の地震が発生した後でも高潮、津波による浸水を防ぐことと

し、地域防災計画の想定地震や中央防災会議や地震調査研究推進本部等国の機関

の想定地震を対象に、海岸保全施設の耐震性を確保し浸水被害を防ぐ。 
 

（２）津波対策 

令和４年５月の東京都防災会議による被害想定では、大正関東地震及び南海ト

ラフ巨大地震を対象として津波高が算出され、最大津波高は南海トラフ巨大地震

によるもので、T.P.+2.63m（A.P.+3.76m）となった。 

気候変動の影響を考慮した将来の防潮堤の天端高は、高潮や津波による潮位等

を比較したうえで設定することを基本とする。 

東京港では現時点で高潮を考慮し A.P.+4.6m～A.P.+8.0m の高さで防潮堤が整

備されており、将来は気候変動の影響を加味し A.P.+5.6m～A.P.+8.0m の高さと

なる。東京港で想定される高潮は、想定される津波を大幅に上回っていることか

ら、防潮堤の天端高は高潮を用いて設定する。 

今後、津波被害想定の見直し等が行われ、高潮と津波が近似するような状況が

生じた際には、両条件においてシミュレーションを行い、必要天端高を確認する

ものとする。 

※内部護岸については、地震による津波が到達する前に水門が閉鎖される。 
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図 ５-１ 南海トラフ巨大地震（各メッシュにおける全５ケースの最大値） 

の各区における最大津波高とその場所 

 
 

南海トラフ巨大地震（Ｍ９クラス） 

○計算条件：水門閉鎖、満潮時、地盤変動を考慮 

○最大想定津波高：Ｔ.Ｐ.+2.63ｍ （Ａ.Ｐ.+3.764ｍ） 

○最大津波高の津波到達時間：地震発生後 200～240 分後 

                

 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年） 
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図 ５-２ 大正関東地震の各区における最大津波高とその場所 

 

大正型関東地震（Ｍ８クラス） 

○計算条件：水門閉鎖、満潮時、地盤変動を考慮 

○最大想定津波高：Ｔ.Ｐ.+2.22ｍ （Ａ.Ｐ.+3.354ｍ）  

○最大津波高の津波到達時間：地震発生後 90～150 分後 

 

・出典：首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年） 
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（３）将来の気候変動を見据えた海岸保全施設の機能強化 

「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和２年７月）を踏まえ、海

岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対

策へ転換するために、令和２年 11 月 20 日に「海岸保全基本方針」が変更された。 

基本方針では、気候変動の影響による高潮等に関する海岸保全施設の課題や対

応について以下のように記載されている。 

・気候変動の影響による平均海面水位の上昇は既に顕在化しつつあり、今後、

さらなる平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響が懸念

されている 

・気候変動の影響による外力の長期変化等を調査、把握し、それらを十分勘案

して、災害に対する適切な防護水準を確保する 

・気候変動の影響による外力の長期変化量を適切に推算し、背後地の人口・資

産の集積状況や土地利用の状況等を勘案して、所要の安全を適切に確保する防

護水準を定める 

・潮位に比して背後地の地盤高が低いゼロメートル地帯等の地域や三大湾を始

めとする 

背後に人口・資産が特に集積した地域にあっては、過去の津波、高潮等による

災害や気候変動の影響による外力の長期変化を十分勘案し、必要に応じ、より高

い安全を確保することを目標とする。 

 

 
 

出典：気候変動を踏まえた海岸保全あり方 提言 

 

図 ５-３ 気候変動による外力変化イメージ 

 
以上を受け、本計画ではこれまでの地震、津波への備えに加え、将来の気候変

動を見据えた海岸保全施設の機能強化への取組を推進することとする。 
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  1）将来の気温上昇 

RCP シナリオ※では、21 世紀末頃には産業革命以前と比べて２℃及び４℃程

度気温が上昇する予測となっているが、2040～2050 年頃には、いずれのシナ

リオでも２℃程度上昇すると予測されている（産業革命以前と比べると、す

でに１℃程度気温が上昇）。 

※「IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書（SROCC）」で想定する 4つのシナリオ 

 

 
 

出典：IPCC, 2019：SROCC Full report（https://www.ipcc.ch/srocc/download/） 

 

図 ５-４ 世界平均地上気温変化 

 

 

国の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言においては、パリ協定

の目標と整合する RCP2.6（２℃上昇に相当）を前提に、影響予測を海岸保全

の方針や計画に反映し、整備等を推進することが方向性として示されるとと

もに、令和３年８月には「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外

力の設定方法等」が通知され、その中では RCP2.6 シナリオ（２℃上昇相当）

を基本とする方向性が示された。 

これらを受け、本基本計画の気温変化については、RCP2.6 シナリオ（２℃

上昇相当）を設定することとし、この気候変動の影響に対する対策を講じる

こととする。 
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  2）気候変動による外力の変化の考え方 

 

（a）海面上昇（潮位変化） 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第５次報告書では、「気候シ

ステムの温暖化には疑う余地はない」と報告された。また、海洋・雪氷圏

に関する IPCC 特別報告書（SROCC）では、2100 年までの平均海面水位の

予測上昇範囲が上方修正され、2100 年に２℃上昇した場合、海面が最大

で 0.59ｍ上昇すると予測された（図 ５-５）。 

 

 
出典：IPCC, 2019：SROCC Full report（https://www.ipcc.ch/srocc/download/）に加筆 

 

図 ５-５ 世界平均海面水位の予測上昇量 

 

将来の海面上昇量については、RCP2.6 のシナリオにおける上限として

2100 年時点の 0.6ｍ上昇を設定する。 

 
（b）高潮偏差、波浪 

「海岸保全基本方針」においては、過去の台風等により発生した高潮の

記録に基づく既往の最高潮位又は記録や将来予測に基づき適切に推算し

た潮位に、記録や将来予測に基づき適切に推算した波浪の影響を加え、こ

れらに対して防護することを目標とすると示されている。また、「気候変

動を踏まえた海岸保全のあり方」提言においては、潮位偏差や波浪の長期

変化量の定量化に向けて、気候変動の影響を考慮した大規模アンサンブル

気候予測データベース（D4PDF）の台風データ及び爆弾低気圧データを対

象にした現在気候と将来気候の比較を実施とある。 

これを踏まえ、将来の高潮偏差及び波浪については、以下の想定ケース

のうち最大となるものとし、①気候変動を考慮した伊勢湾台風級を想定す

ることとした。 

 

 

 

 

0.61 － 1.10m 

0.29 － 0.59m 
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  ①  気候変動を考慮した伊勢湾台風級を想定したケース 

想定する伊勢湾台風級のモデル台風として、中心気圧については、

将来の台風の強大化を考慮し、伊勢湾台風(940hPa)※１を上回る、再現

確認期間 100 年規模（930ｈPa）※２、進行速度及び台風半径については

伊勢湾台風の値に設定した。想定経路については、T1（大正 6 年台風

コース）、I2（伊勢湾台風コース）、K3（キティ台風コース）の 3 コ

ースを平行移動させた値のうち、最大値となるものとした。 

 

※１各地で観測された気圧から伊勢湾に最も接近した時の中心気圧を推算し設定 

 

 

図 ５-６ 伊勢湾台風級の想定経路 

 

※２RCP2.6 シナリオにおける d2PDF の台風中心気圧は 936hpa（平均値）、RCP8.5

シナリオにおける d4PDF の台風中心気圧は 930hpa（平均値）である。海面水

位時は RCP2.6 の上限値（0.6m）としているため、台風中心気圧についても

d4PDF と d2PDF の中間値である 933hpa を d2PDF の上限値とし、これに上振れ

リスク、背後地の重要度を考慮し、930hPa を設定した。 

 

  ②  50 年確率相当の高潮・波浪のケース 

過去の観測値（東京検潮所）を基に算出した 50 年確率規模の高潮偏

差、国土交通省が設定する設計沖波（50 年確率）とした。 

 

  ③  既往 5擾乱によるケース 

各擾乱で観測（東京検潮所）された高潮偏差、1979 年以降に東京港

へ来襲した顕著な５擾乱により推算した波浪を基に設定した。 
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上記の海面上昇、高潮偏差、波浪の変化を考慮し防潮堤、水門、陸こうの計画

天端高を以下のとおり設定する。 
 

 

 

 

 

 

 
 

図 ５-７ 防潮堤計画天端高の設定方法の模式図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画天端高   ＝ 朔望平均満潮位 ＋ 海面上昇量 ＋ 偏差  ＋ 波浪の要素 ＋ 余裕高 

A.P.+5.6～8.0m     A.P.+2.1m      0.6m   2.1～3.3m  0.5～1.7m   0.3m 
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表 ５-１ 計画天端高（現在・将来）の比較 

現在 将来（2100年）

A.P.+m A.P.+m

越中島相生橋～豊洲水門 6.3 6.5

豊洲臨海部 6.3 6.5

豊洲陸上部 5.6 6.5

東雲臨海部 6.1 6.5

東雲陸上部 5.6 6.5

辰巳 5.6 6.5

14号地その1、2臨海部 8.0 8.0

14号地その1、2陸上部 5.6 6.8

中央地区臨海部 6.3 7.3

中央地区陸上部 5.6 6.5

築地～古川臨海部 6.3 7.4

築地～古川陸上部 5.6 6.5

古川～目黒川臨海部 5.6 6.9

古川～目黒川陸上部 5.1 6.1

目黒川～内川、大井 4.6 5.9

内川～南前堀、昭和島 4.6 5.6

青海地区（西・南側） 8.0 8.0

青海地区（東側） 6.5 6.7

台場地区 6.5 7.2

台場地区（東京国際ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾐﾅﾙ）臨海部 8.0 8.0

台場地区（東京国際ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾐﾅﾙ）陸上部 6.5 6.5

有明南地区（東側国際展示場前） 7.5 7.5

有明南地区 6.5 6.7

有明北地区 6.5 6.8

豊洲 6.5 7.1

晴海 6.5 7.3

東部地区 11号地 6.0 7.4

葛西地区臨海部 8.0 8.0

葛西地区陸上部 6.1 6.5
葛西地区

地区別 区 間 別

副都心
地　区

豊洲・
晴海・
有明北
地区

江東地区

中央地区

港 地 区

港南地区

計画天端高
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図 ５-８ 各地区の防潮堤の現在の計画天端高及び将来の計画天端高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜島 

港南地区 

A.P.+4.6m 

A.P.+5.6～5.9m 

港地区 

A.P.+5.1～

6.3m 

A.P.+6.1～

7.4m 

中央地区 

A.P.+5.6～6.3m 

A.P.+6.5～7.3m 

東部地区 

A.P.+6.0m 

A.P.+7.4m 

江東地区 

A.P.+5.6～8.0m 

A.P.+6.5～8.0m 

葛西地区 

A.P.+6.1～8.0m 

A.P.+6.5～8.0m 

副都心地区 

A.P.+6.5～8.0m 

A.P.+6.5～8.0m 

豊洲・晴海 

有明北地区 

A.P.+6.5m 

A.P.+6.8～7.3m 

上段：現在の計画天端高 
下段：2100 年の計画天端高 
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（c）防潮堤の嵩上げの考え方 

気候変動の影響に対応した海岸保全施設の適応策や整備のあり方につ

いては、これまで、社会資本整備審議会や国土交通省が設置する各検討委

員会等で数多くの検討が行われ、答申やマニュアルなどの形で国及び海岸

保全施設を管理する海岸管理者が対応すべき指針が示されている。 

このうち、「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策

のあり方について（答申）」（平成 20 年６月）においては、嵩上げの考

え方として以下のように記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応策検討マニュアル

（案）」（平成 23 年６月）においては、気候変動の影響による外力の変

化を見込む期間として以下のように記載されている。 

 

 

 

 

 

 

「IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書（SROCC）」によれば、平均海面水位

上昇は既にその現象が観測されており確信度が高いとされている。また、

「日本の気候変動 2020」によれば、東京湾での最大潮位偏差の増大につ

いての確信度は中程度、日本沿岸での極端な高波の波高の増大について

の確信度は低いとされている。 
 

これらを踏まえ、防潮堤の嵩上げを以下の考え方に基づき実施してい

くものとする。 

・気候変動の不確実性を考慮し、段階的な嵩上げを行う 

・2100 年の計画天端高を目指し、施設の耐用年数（例えばコンクリー

ト構造物では 50 年）までを予測期間として、この期間の海面水位の上

昇量に余裕高（30cm）を加えた高さで整備する。 

 
 

 

（高潮への段階的な対応及び進行する海岸侵食への対応の強化） 
・海面水位の上昇や台風の激化に対応するため、高潮堤防等を的確に

整備する必要があるが、高潮堤防等はコンクリート構造が多いことか

ら、施設更新時などにあわせて、その時点で今後増大する外力を見込

んで嵩上げを行い、浸水頻度を減少させる必要がある。 
・今後の海面水位の上昇や台風の激化に係る研究の進度を踏まえ、嵩

上げは段階的に実施する。具体的には、今後の海面水位の上昇や台風

の激化に係る研究の進度を踏まえ、嵩上げは段階的に考え、嵩上げを

実施する。 

海面水位の上昇量や台風の強大化に伴う潮位偏差や波浪条件の設定

においては、現時点での地球温暖化の影響に不確実性が含まれるが、

検討時点から施設の耐用年数（例えばコンクリート構造物では 50 年）

までを予測期間とし、耐用年数後の外力変化量を見込むものとする。 



1-70 

 

高さ

20402000 2010 2020 2030 2050 2060 2070 2080 2090 2100年

①海面上昇量

第一段階

①海面上昇量＋②余裕高

第二段階以降、状況に応じて、

①海面上昇量＋②余裕高＋

③高潮偏差・波浪の増大分

現計画天端高

①海面上昇量

③台風の強大化に伴う

高潮偏差・波浪の増大分

②余裕高

50年後

②余裕高

2100年の計画天端高

 
図 ５-９ 嵩上のイメージ 

出典：「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会資料」を基に作成 

 

また、気候変動には現在想定されているシナリオによる予測変動幅の

違いや海面水位の上昇や台風の強大化には不確実性を含んでいることか

ら、「海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応策検討マニュア

ル（案）」においては、気候変動の不確実性への対応として以下のよう

に記載されている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

今後、将来の知見やモニタリング結果により、外力の長期変化を定期

的に確認し、必要に応じ適宜計画天端高の見直し等を行うものとする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海面水位の上昇量や高潮偏差、波浪諸元等の地球温暖化による影響

を受ける外力については、不確実性を含む部分もあるが、潮位のモニ

タリングや最新の知見等、社会情勢の変化も見据えながら対応して、

適宜見直しを図っていく 
・地球温暖化による海面上昇や台風の強大化による外力条件の確認を

定期的に行い、一定程度の期間（10 年程度）の間隔で見直す 
・地球温暖化の影響による外力の変化は、将来の知見やモニタリング

結果によって予測値が変わる場合があるため、必要天端高は供用開始

から耐用年数までの間に適宜見直しを行う 
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（d）降雨量の増大 

「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言（令和３年４月改訂）に

おいて、治水計画に反映させる外力の基準とするシナリオは、RCP2.6 にお

ける平均的な外力の値を基本とすべきと記載があり、本基本計画の気温変

化についても RCP2.6 シナリオを設定していることから、変化倍率は 2℃上

昇の 1.1 倍とする。 

計画降雨量については、これまで、内水排除計画に基づき 50 年確率降

雨量（254 ㎜/日）を設定してきたが、近年の災害の激甚化等を踏まえ、100

年確率降雨量（337 ㎜/日）に見直す。 

そのため、計画降雨量は 100 年確率降雨量（337 ㎜/日）に変化倍率（1.1

倍）を考慮した 371mm/日とする。 

排水機場の排水能力は、計画降雨量や下水道等の流入に対し、内水位が

内部護岸の計画天端高を超えないよう、各排水地区における必要な排水量

を設定する。 

   

 
出典：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言  

（令和 3年 4月改訂、気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会） 

 
図 ５-１０ 気候変動を踏まえた将来の降雨量の推定 

 

【気候変動の影響を踏まえた排水能力】 

地区 必要排水能力 

江東 93m3/s 

芝浦 69m3/s 

 

 

 

 

 

 

  

                    

                     図 ５-１１ 各地区の排水地区 
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（e）水門・排水機場の耐水対策の考え方 
万が一、地震により防潮堤等が損傷しその機能が復旧する前に高潮が発

生する場合を想定し、防潮堤内側が浸水しても水門、排水機場の電気・機
械設備が稼働するよう、耐水対策を実施する。耐水対策で必要とする高さ
は、気候変動を踏まえた計画高潮位とする。 

 

■耐水の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図 ５-１２  耐水対策のイメージ図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動を踏まえた計画高潮位   ＝  朔望平均満潮位 ＋ 海面上昇量 ＋ 偏差  

A.P.+5.3～6.0m            A.P.+2.1m     0.6m   2.6～3.3m 
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（４）新たな海岸保全区域の指定と海岸保全施設の整備 

臨海部の都市化の進展等に伴い防護が必要となる海岸については、新たに海岸

保全区域に指定し防潮堤等の整備を行い、安全性の向上を図る。 
また、老朽化が著しい護岸等についても必要に応じて、国土保全の観点から新

たに海岸保全区域に指定し、海岸保全施設を整備していく。 
 

（５）海岸保全施設の維持管理 

防潮堤等の計画天端高を維持することは、高潮や津波からの浸水を防ぐうえで

重要であるため、引き続き継続的な定期点検を行い、防潮堤等の高さを確認して

いく。既存の海岸保全施設は日常の保守点検により、施設機能の低下や機能障害

が生じないよう適切に維持管理するとともに、予防保全型の管理手法により施設

の長寿命化を図る。 
 

（６）デジタル技術による防災力の向上 

浸水の深さや継続時間をピンポイントに検索できる高潮リスク検索サービス

や、潮位や水門の開閉情報、海面の映像などをリアルタイムでウェブ公開してい

る高潮総合情報システムにより、地震・津波・高潮に対する住民の危機意識の向

上を図る。 
潮位等の情報や台風等の進路に関する気象データをＡＩが分析して水位変動

を予測し、水門操作等を的確・迅速に行うことで、水害から都民の生命財産を守

る。 
災害発生時にドローンによる施設の遠隔点検に向け、取得した画像データを５

Ｇでリアルタイムに送信するとともに、ＡＩが損傷等を自動抽出し復旧工事の優

先順位の選定に活用するなど、早期復旧に資するツールの構築を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５-１３ 高潮防災総合情報システムによる防災情報発信 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５-１４ AI等を活用した水位予測における水門等の操作支援   図 ５-１５ ドローンによる施設点検 

ライブカメラ映像の公開状況（イメージ） 潮位等の観測情報や水門開閉状況 

の公開状況（イメージ） 
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５-２-２ 海岸環境の整備及び保全に関する事項 

 

基本方針２：自然と共生したみどり豊かで 

うるおいのある海岸を創造する 

 

 

（１）良好な景観形成 

海岸保全施設の周辺の景観との調和を図るため、色合いを周辺の植栽等と合わ

せるなどの考え方を示した、新たな景観の基本理念や方針を設定した。 
今後はこれらの考え方に基づき、地域ごとの景観特性との調和等に配慮しなが

ら良好な水辺空間の形成に努めていく。 
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  1）景観の基本理念 

東京港を周辺環境や背後地の状況に応じてエリアを区分し、各エリアの特

徴を踏まえ、周辺環境と調和するような色彩方針をたて東京港の統一した景

観形成を誘導する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）エリアの特徴 

  ①  日の出～竹芝エリア 

都の史跡・名勝である浜離宮庭園を背後に抱えつつ、竹芝では、再開

発によって劇場や商業施設が建設され、土地利用転換が図られている。 

  ②  豊晴～お台場エリア 

豊洲・晴海では、物流機能を中心とした土地利用から商業・住居機能

を中心とした土地利用へ転換が進められている。台場・有明・青海は、

海に対して開かれた空間で、レクリエーションの場としても高い集客力

を有している。 

  ③  芝浦～天王洲エリア 

業務・住居機能が集積し、来街者・居住者ともに日常的な人々の行き

来が盛んである。 

  ④  京浜運河エリア 

運河の幅員が広く、沿岸部には公園緑地や集合住宅が広がるエリアや、

流通センター及び倉庫などが運河に面するエリアなどがある。 

  ⑤  隅田川河口～東雲エリア 

隅田川河口部は、スーパー堤防における緑化やテラスが整備されてい

る。 

また、豊洲運河から辰巳運河にかけては、高層住宅などの建築にあわ

せ、背後地と運河との連続性が図られており、いずれの地区も、遊歩道

としても開放されているエリアである。 

  ⑥  新砂・ふ頭エリア 

工場、流通センター及び倉庫などが運河に面しており、物流機能が集

積している。 

  ⑦  新木場～葛西エリア 

辰巳・夢の島・葛西では、公園と一体で防潮堤が整備され、良好な

自然環境となっている。 

【１】自然と共生したみどり豊かでうるおいのある海岸を創造する 

【２】東京港全体として統一感のあるイメージを形成する   

【３】地域特性や将来像に適合した景観コンセプトを作成する 

景観形成の基本理念 



1-76 

 

（b）エリア分け区分図 

東京港を景観の観点から下図のように区分する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-１６ エリア分け区分図 

 

 

①日の出～竹芝エリア 

②豊晴～お台場エリア 

③芝浦～ 
天王洲エリア 

④京浜運河エリア 

⑤隅田川河口～東雲エリア 

⑦新木場～葛西エリア 

⑥新砂・ふ頭エリア 
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  2）景観の基本方針 

（a）直立型タイプの景観方針 

水域利用や橋脚と隣接している箇所を除き、直立型タイプの防潮堤は、

傾斜・開放型タイプに転換していく。また、植栽等により胸壁の存在感を

軽減するとともに、擬石パネルやスリット等を設ける。但し、運河幅等の

条件等で難しい場合は、景観に配慮した仕様、材料とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

図 ５-１７ 直立型タイプの変更イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【変更前】 【変更後イメージ】 
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（b）傾斜・開放型タイプの景観方針 

傾斜・開放型の護岸は、すでに自然環境や利用面に配慮した構造形式と

なっているため、これまでに形成した良好な景観を伸ばしていく。 
また、胸壁部を嵩上げする場合は、緑化、スリット等を設けることによ

り圧迫感を軽減させるとともに、水辺へのアクセスを設け、親水性を高め

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５-１８ 傾斜・開放型タイプの変更イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 ５-１９ 傾斜・開放型タイプの変更イメージ 

水辺へのアクセス 

歩行空間を配置する場合 

【変更前】 

【変更後イメージ】 

植栽帯 

【変更前】 

【変更後イメージ】 

植栽帯 

親水空間 

水辺へのアクセス 
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① 

② ② 

（c）水門の景観方針 

水門の配色方針は門扉と水門上屋には明度差をつけ、門扉の明度を下げ

る。 
また、上下の構造物の明度を変えることで視覚的に２つの構造物に分離

され、門扉と上屋が一体的に大きな面で見えるのに比べ、上屋が単独で細

いイメージとなり、大きく重苦しい構造物のイメージを軽減する。なお、

明度差は、明度の差が明確に認識される２程度とする。 
なお、水門には水門名、門扉番号のみの表記とし、スローガン等の塗装・

掲示は行わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５-２０ 水門の変更イメージ 

 

 
 
 
 

上屋：門扉に対して 2 程度の 
明度差を設ける 

門扉：上屋と明度差を設ける 門柱：周辺の防潮堤と同じ配色 
とし、一体性を高め環境 
に調和させる。 

【変更前】 

【変更後イメージ】 
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図 ５-２１ 水門の変更イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※強調色となるため、使用するには各自治体との協議が必要 

図 ５-２２ 水門の配色方針 

 

 
 
 
 
 

設置位置 
：水門上屋の左上部に統一し、アク

セントとしてラインを設ける。 
 

門扉番号 
：門扉右下に配置し、フ
ォントは水門名称に倣う 

表示方法：橋梁等の名称表示との景観的な連
続性に配慮し横書きする。 

     英語を併記する。 

① 

② 
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（d）その他の施設の景観方針 

  ①  舗装 

転落防止柵・照明、路面等の舗装の配色方針は、金属色（シルバー）

もしくは周辺景観となじむ色彩で塗装を行う。また塗装を行う場合は、

安全性の確保に留意しつつ、周囲の植栽よりも低彩度色を採用し自然

景観との調和に配慮する※。 
  ※周辺の自然環境を尊重し海岸保全施設が目立ちすぎないようにするため、

樹木の葉の色の彩度（４程度が中心）より上げないよう配慮 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５-２３ 転落防止柵・照明、舗装等の景観方針 

 
  ②  植栽 

植栽は気候、土壌、冠水頻度等の環境条件を考慮するとともに、適

切な維持管理により自生することのできる樹種を選定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-２４ 転落防止柵・照明、舗装等の景観方針 

 

＜転落防止柵・照明、路面等の配色方針＞ 

＜舗装材イメージ・ナチュラル系、モダン系＞ 

＜沿岸部にてきした低木植栽例＞ 
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（２）生物の生息環境の保全・再生 

東京の海岸は東京湾の生態系の環のひとつであることから、既存の海浜・浅場

を活用し、多様な生物生息環境のネットワークを形成することを目指す。防潮堤

や内部護岸などの整備の際には、水生生物に配慮した護岸構造とするなど、可能

な限り生物の生息環境の保全に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（３）水際線緑地の拡充 

景観の向上や自然環境の再生を図るため、水際線における緑地の拡充を推進す

る。 
また、海上公園など既存の緑とのネットワーク化に配慮し、水と緑が連続する

魅力的な水辺空間を創出するよう努める。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水生生物に配慮した護岸（１） 水生生物に配慮した護岸（２） 

緑地・緩傾斜型防潮堤（２） 緑地・緩傾斜型防潮堤（１） 
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５-２-３ 海岸における適正な利用に関する事項 

 

基本方針３：憩える快適な親水空間を 

創出するとともに運河利用の活性化を図る 

 
 

（１）憩える快適な親水空間の創造 

誰もが利用しやすい水辺となるよう、可能な限り防潮堤や内部護岸等の上部を

遊歩道として整備していく。整備にあたっては、地元区や地元住民の協力を得て、

ユニバーサルデザイン化の推進やパブリックアクセスの充実を図り、快適な親水

空間を創造し、人々に開放していく。これにより、水際が広く都民の潤いと安ら

ぎの場として活用されることを目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）親水空間ネットワークの形成 

橋梁などによる遊歩道の分断を解消することにより、水際の連続化を図る。ま

た、海岸保全施設に隣接する海上公園等との連続性にも配慮し、快適な親水空間

を創出するとともに、避難経路としての活用も検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸上部の遊歩道（１） 護岸上部の遊歩道（２） 

公園と連続された防潮堤（１） 公園と連続された防潮堤（２） 
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（３）背後地との一体的な利用や運河利用の促進 

公園、広場、商業施設など東京港の多彩な水際を活かし、背後のまちと一体と

なった、潤い・賑いのある魅力的な水辺空間を創出する。 
また、これまでの運河ルネサンスの取組を引き続き推進するとともに、新たな

運河の活用策等も検討し、内部護岸等の整備の際には配慮していく。 
さらに、災害時にも運河を活用できるよう、防災船着き場の整備を推進する。 
円滑な運河利用の妨げとなる不法係留等に対する指導を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災船着き場訓練状況 運河ルネサンス取組状況 
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５-２-４ 諸機関との連携 

 

基本方針４：地元区、地域住民、NPO など、 

地域レベルの連携を図る 

 
 

（１）住民・ＮＰＯなどとの連携 

よりよい海岸づくりを行っていくため、住民や地元区とともに海岸の防護・環

境・利用に関する情報や意見の交換を行い、共通の認識の基に互いに連携・協力

して、事業を進めていく。 
 

（２）海岸の管理における連携 

遊歩道の開放・利用に伴う美化清掃などの日常管理については、地元区と協力

して、住民参加など地域と一体となった海岸管理に努めていく。 
また、これらの活動を通じ、海岸愛護の思想の普及を図っていくとともに、ご

み投棄などによる環境の悪化を招かないよう、意識の向上を図っていく。 
 

（３）事業者との連携 

水際背後において再開発事業等まちづくり事業が実施される際には、民間等事

業者の連携・協力を得て、まちづくりに合わせた護岸整備等の促進を図る。 
 

（４）事業の必要性のＰＲ 

ＳＮＳの効果的な活用などにより、海岸事業の重要性について積極的なＰＲを

行い、広く関連行政機関、事業者、住民などの理解を得ることにより、海岸事業

への協力や連携を図っていく。 
 

（５）他の施策との連携 

海域の水質改善や海岸へのアクセス確保など、海岸事業だけでは解決できない

問題もある。これらについては、関連計画などと整合を図り、相互の一層の連携

を図っていく。 
 



 

 

■ 第 2 編 海岸保全施設の整備に関する事項 
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■ 第2編 海岸保全施設の整備に関する事項 

 

第１編で示した海岸の保全に関する基本的な事項に基づき、地区ごとに整備

に関する基本計画を示す。各地区においては、現時点での海岸の現況特性、地

元住民の意向や現地の実態に即した基本的な実施内容及び実施箇所を示してい

るが、今後の地元住民との調整、背後や水域利用の状況等の変化に応じて、柔

軟に見直しを行うこと等により、地域の実態に即した適切な整備を推進してい

く。 
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１ 整備に関する基本計画 

 

海岸保全区域について、防護・環境・利用の目指す方向を示す。 

なお、本基本計画は、現時点での方向性を示しているため、今後の状況の変

化に応じて、見直しを行うなど、適切な措置を行っていく。 

 

２ 東京都区間における海岸保全 

 

東京都の沿岸部における海岸保全は「安全な暮らしと心の豊かさを提供す

る海岸の創造」を基本方針とし、「防護」「環境」「利用」が調和した海岸

保全施設整備を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安全な暮らしと心の豊かさを提供する海岸の創造」 

１ 浸水被害から都民を守り、安全で安心な暮らしを提供する 

２ 自然と共生したみどり豊かでうるおいのある海岸を創造する 

３ 憩える快適な親水空間を創出するとともに運河利用の活性化を図る 

４ 地元区、地域住民、ＮＰＯなど、地域レベルの連携を図る 

東京都区間の基本方針 
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地区名 江東地区 

地区特
性 

 本地区は広域にわたり満潮面以下のゼロメートル地帯を抱えている。土地利用は、工業系の民有ふ
頭やマリーナなどの運河特性を利用した場所が多く、物流系船舶やプレジャーボートなどの航行があ
る。 
 豊洲・東雲では、近年大規模再開発が進み、工業地から大規模商業地・住宅地・オフィス街へ土地
利用の移行が進んでいる。特に大規模マンションの建設に伴い、子育て世帯を中心に人口が急増して
いる。 
 辰巳、夢の島では大規模な海上公園等が整備され、都民のレクリエーション活動を支えている。 
 新砂は、工業主体の土地利用が多いが、一部では住宅化が進んでいる。 
 運河部では、水際の工場や倉庫、工事用台船やプレジャーボートの係留や水域利用が多い。 
 また、住居系の土地利用の増加に伴い、住環境の向上等を目的に、地域を特徴づける運河を軸にし
た遊歩道の設置など親水空間の整備が進められている。 

整備事
項 

○内部護岸の新設 
○防潮堤の耐震対策、嵩上げ 
〇内部護岸の耐震対策 
○水門、排水機場の耐震・耐水対策 
○海岸保全施設の適切な維持管理 
 

整備に
おける
配慮事
項 

○水域利用者等との調整により海岸保全施設の整備を推進 
○生物の生息環境への配慮及び水際の緑化への配慮 
○水際の開放、遊歩道の連続化及びユニバーサルデザイン化の推進 
○隣接する海上公園等との接続性、景観の向上 
○運河の特性や利用形態を考慮した整備 
 

期待さ
れる効
果 

○内部護岸、防潮堤の耐震対策等、水門の耐震・耐水対策により、背後地の安全性が確保される。 
○遊歩道等の整備により、人々の水際利用が促進され、憩いの空間が創出される。 
○水生生物に配慮した護岸構造や、水際線の緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
○背後の公園や既存の遊歩道と一体となった水際空間が確保できる。 
 

海岸保全施設 防潮堤、内部護岸、水門、排水機場 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：5.6m～8.0m 

将来：6.5m～8.0m 3.0m 

5 箇所 1 箇所 海岸保全区域延長 6.4km 25.3km 
海岸保全区域 
（予定）延長 - 1.4km 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
豊洲運河 
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図 ２-１ 江東地区の整備方針 

 

 

図 ２-２ 江東地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置
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地区名 中央地区 

地区特
性 

 本地区は佃、月島、勝どきと晴海の一部からなり、近年多くの高層マンションが存在し、居住人口
が急増している地域である。 
佃、月島は、低層高密度の住宅も多く存在する一方、再開発も進められているエリアである。対岸の
晴海は晴海アイランドトリトンスクエア等が存在し、高層マンションのほか、オフィスや大規模商業
施設がある。 
 朝潮運河については、背後の再開発と一体的に護岸を整備された箇所もあり、オープンスペースや
公園は、住民等の憩いの場として利用されている。 
 

整備事
項 

○内部護岸の新設 
○防潮堤の耐震対策、水門の耐震・耐水対策 
○海岸保全施設の適正な維持管理 

整備に
おける
配慮事
項 

○生物の生息環境への配慮、及び水際の緑化への配慮 
○水際の開放、連続化およびユニバーサルデザイン化の推進 
○運河の特性や利用形態を考慮した整備、地域住民の意向の把握 
○背後地の開発等との連携による景観の向上や水際へのアクセス確保 
 

期待さ
れる効
果 

○防潮堤、内部護岸の耐震対策及び水門の耐震・耐水対策により、背後地の安全性が確保される。 
○遊歩道等の整備により、人々の水際利用を促進し、憩いの場となる海岸が確保される。 
○背後の再開発と一体となった連続的な水際空間が確保できる。 
○水生生物に配慮した護岸構造や、水際線の緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
 

海岸保全施設 防潮堤、内部護岸、水門 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：5.6m～6.3m 

将来：6.5m～7.3m 3.0m 

3 箇所 - 海岸保全区域延長 2.5km 3.8km 
海岸保全区域 
（予定）延長 - - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝潮運河 
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図 ２-３ 中央地区の整備方針 

 

 
図 ２-４ 中央地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 
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地区名 港地区 

地区特
性 

 本地区は港区南東部から品川区の一部を含めたエリアで構成している。昼間人口が多く、防潮堤外
側ではふ頭や倉庫が主体の土地利用となっている。内側では再開発が盛んに行われており、ホテルや
事務所系の高層建物などが立地し、水際にいたるまで都市的な土地利用が行われ、活発な経済活動が
営まれている。特に品川駅東側は都内有数のビジネス街となっている。 
 また、近年の再開発により高層マンションが建設されたこともあり、住宅などの居住地が増加しつ
つある。 
 随所に植樹帯を施した遊歩道が存在しているが、高層建築が水際まで密集している箇所、係留施設
のある箇所、高速道路や鉄道の橋脚部がある箇所など、自然空間、親水空間の少ない護岸部も多い。 

整備事
項 

○防潮堤の耐震対策、嵩上げ 
〇内部護岸の新設、耐震対策 
○水門、排水機場の耐震・耐水対策 
○海岸保全施設の適正な維持管理 

整備に
おける
配慮事
項 

○水域利用者等との調整により海岸保全施設の整備を推進 
○生物の生息環境への配慮、および水際の緑化への配慮 
○水際の開放、連続化及びユニバーサルデザイン化の推進 
○運河の特性や利用形態を考慮した整備、地域住民の意向の把握 
○背後地の開発等との連携による景観の向上や水際へのアクセス確保 
 

期待さ
れる効
果 

○防潮堤、内部護岸の耐震対策等により、背後地の安全性が確保される。 
○遊歩道等の整備により、人々の水際利用が促進され、憩いの空間が創出される。 
○水生生物に配慮した護岸構造や、水際線の緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
 

海岸保全施設 防潮堤、内部護岸、水門、排水機場 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：5.1m～6.3m 

将来：6.1m～7.4m 3.0m 

7 箇所 1 箇所 海岸保全区域延長 7.2km 16.5km 
海岸保全区域 
（予定）延長 - - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
芝浦西運河 
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図 ２-５ 港地区の整備方針 

 

 

図 ２-６ 港地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 



2-9

 

地区名 港南地区 

地区特
性 

 八潮地区は、主に鉄道車庫など工業用地として土地利用されている地域であるが、運河部の緑地帯
背後には周辺環境と調和して集合住宅が存在している。 
 勝島付近は緩傾斜護岸が整備されており、周辺住民の憩いの場として利用されている。 
 平和島北部の勝島南運河には競艇場が存在している。平和島南部の京浜運河沿いには流通センター
等物流施設が存在している。平和島運河には、人工海浜や人口干潟が備えられた大森ふるさとの浜辺
公園があり、磯遊びや水遊びができるスポットとなっている。 
 大森付近の運河沿いには低地帯が広がり、部分的にはゼロメートル地帯も存在し、工業・商業・住
宅・公共系の複合的な土地利用が進んでいる地区である。 
 森ケ崎の鼻には、貴重な鳥類の生息も確認されており、自然環境保護の必要性が高い地区である。 

整備事
項 

○防潮堤の耐震対策、嵩上げ 
○海岸保全施設の適切な維持管理 
 

整備に
おける
配慮事
項 

○生物の生息環境への配慮、及び水際の緑化への配慮 
○水際の開放、連続化およびユニバーサルデザイン化の推進 
○隣接する海上公園との接続性および景観の向上 
 

期待さ
れる効
果 

○防潮堤の耐震対策等により、背後地の安全性が確保される。 
○遊歩道等の整備により、人々の水際利用が促進され、憩いの場となる海岸が確保できる。 
○背後の海上公園と一体となった水際空間の整備により、人々の水際利用を促進し、憩いの場となる
海岸が確保できる。 
○水生生物に配慮した護岸構造や、水際線の緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
 

海岸保全施設 防潮堤 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在： .. mm4.6m 

将来：5.6m～5.9m - 

- - 海岸保全区域延長 20.0km - 
海岸保全区域 
（予定）延長 - - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
昭和島防潮堤 
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図 ２-７ 港南地区の整備方針 

 

 

図 ２-８ 港南地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 
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地区名 副都心地区 

地区特
性 

 対象地区は、臨海副都心として開発が進められ、大型展示場である東京ビッグサイトをはじめ、大
型商業施設、公園、スポーツ施設、研究所、オフィスビルやホテル、高層マンション等が建設され、
都市機能が集積した地域である。そのため、ビジネスの場だけではなく、レクリエーションの場とし
ても高い集客力を有している地区である。 
 また、お台場海浜公園や潮風公園など、自然環境の豊かな地区でもある。第６台場は、環境保全を
図るため人の立ち入りを禁止しており、鳥類の生息地となっている。 

整備事
項 

○防潮堤の新設 
○海岸保全施設の適切な維持管理 
 

整備に
おける
配慮事
項 

○後背地の開発等との連携による景観の向上や水際へのアクセス確保 
○水際の緑化、開放、連続化と共に既存の公園等との緑の連続性に配慮及びユニバーサルデザイン化
の推進 
○隣接する海上公園との接続性及び景観の向上 
○水域の特性や利用形態を考慮した整備 
 

期待さ
れる効
果 

○防潮堤の新設により、背後地の安全性が確保される。 
○既存の親水空間と連続化が図れ、人々の水際利用を促進し、憩いの場となる海岸が確保できる。 
○水生生物に配慮した護岸構造や、水際線緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
○背後の再開発と一体となった水際空間が確保される。 
 

海岸保全施設 防潮堤 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：6.5m～8.0m 

将来：6.5m～8.0m - 

- - 海岸保全区域延長 9.9km - 
海岸保全区域 
（予定）延長 0.5km - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨海副都心（青海） 
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図 ２-９ 副都心地区の整備方針（副都心地区） 

 

 

図 ２-１０ 副都心地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 
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地区名 豊洲・晴海・有明北地区 

地区特
性 

 対象地区は、主としてふ頭や倉庫として利用されていたが、近年の大規模開発により、高層ビルや
高層マンションなどが建設され、商業系や住居系への土地利用の転換が進んだ地域である。 
 また、豊洲新市場や市場関連施設が存在し、有明北地区では、2020 年東京オリンピックの大会施
設が建設されるとともに、晴海地区では選手村として活用され、住居としての後利用のための整備が
進められている。 

整備事
項 

○海岸保全施設の適切な維持管理 

整備に
おける
配慮事
項 

○生物の生息環境への配慮、および水際の緑化への配慮 
○後背地の開発等との連携による景観の向上や水際へのアクセス確保 
○水際の開放、連続化およびユニバーサルデザイン化の推進 
○運河・水域の特性や利用形態を考慮した整備 
 

期待さ
れる効
果 

○防潮堤の新設により、背後地の安全性が確保できる。 
○遊歩道等の整備により、人々の水際利用を促進し、憩いの場となる海岸が確保できる。 
○水生生物に配慮した護岸構造など、水際線の緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
○背後の再開発と一体となった水際空間が確保される。 
 

海岸保全施設 防潮堤 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：mkmk..6.5m 

将来：6.8m～7.3m - 

- - 海岸保全区域延長 12.9km - 
海岸保全区域 
（予定）延長 - - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

晴海四丁目防潮堤 
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図 ２-１１ 豊洲・晴海・有明北地区の整備方針 

 

 
図 ２-１２ 豊洲・晴海・有明北地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 
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地区名 東部地区 

地区特
性 

 対象地区は、工業系を主とした土地利用となっている。 
 東雲では、首都高を挟み、北側は高層マンション等の住居系の立地が進み、南側は工業用地として
使用されている。 

整備事
項 

○防潮堤の新設、嵩上げ 
○海岸保全施設の適切な維持管理 
 

整備に
おける
配慮事
項 

○生物の生息環境への配慮、及び水際の緑化への配慮 
〇水域利用者との調整により海岸保全施設の整備を推進 
 

期待さ
れる効
果 

○防潮堤の新設等により、背後地の安全性が確保される。 
○水生生物に配慮した護岸構造や、水際線の緑地の拡充により、潤いのある海岸が創造される。 
 

海岸保全施設 防潮堤 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：mkmk..6.0m 

将来：mkmk..7.4m - 

- - 海岸保全区域延長 1.4km - 
海岸保全区域 
（予定）延長 - - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東雲二丁目 
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図 ２-１３ 東部地区の整備方針 

 

 
図 ２-１４ 東部地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 
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地区名 葛西地区 

地区特
性 

 対象地区は、背後に満潮面以下となる広大なゼロメートル地帯を控えている。   
 土地利用は、一部公共系（処理場）に利用されているほかは公園にほぼ特化している。 
 隣接する葛西臨海公園・葛西海浜公園には、水族園、鳥類園、宿泊施設、大観覧車、海上バス発着
所などがあり、水域部の葛西海浜公園の人工なぎさと共に、一体的に利用され、多くの来園者で賑わ
っている。人工なぎさには、一般に公開された西なぎさと非公開の東なぎさとがあり、西なぎさは水
遊びや砂遊びの場として、東なぎさはバードサンクチュアリとして利用されている。また、シギなど
の渡り鳥の飛来地として定着しており、国内における重要湿地としてラムサール条約に登録された。 

整備事
項 

○海岸保全施設の適切な維持管理 
 

整備に
おける
配慮事
項 

○干潟や人工海浜などの生物生息環境の保全 
○他施設管理者と協働した利用者安全の確保 
 

期待さ
れる効
果 

○現況の維持で良好な水辺空間を保全する。 
○他施設管理者と協働した利用者の安全が確保できる。 
 

海岸保全施設 防潮堤 

 防潮堤 内部護岸 水門 排水機場 

計画天端高(A.P.+) 現在：6.1m～8.0m 

将来：6.5m～8.0m - 

- - 海岸保全区域延長 2.0km - 
海岸保全区域 
（予定）延長 - - 

整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

葛西海岸 
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図 ２-１５ 葛西地区の整備方針 

 

 
図 ２-１６ 葛西地区の海岸保全施設の種類、規模及び配置 
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３ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

 

海岸保全施設の整備によって高潮等から防護される沿岸部の区域は、図  

３-３に示す水色部となる。 

なお、受益地域は、本計画の対象となる海岸保全施設が整備されない場合に

浸水や想定される地域とし、以下の方法により設定した。 
 

(1) 浸水の想定される地域（想定浸水地域） 

①現況汀線よりも１km 以内：地盤高が A.P.+αm 以下の地域 

   α＝計画高潮位※＋1/2×（計画天端高－計画高潮位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-１ 想定浸水地域の範囲（現況汀線よりも１km 以内） 

 

②現況汀線よりも１km 以遠：地盤高が A.P.+βm 以下の地域 

   β＝計画高潮位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-２ 想定浸水地域の範囲（現況汀線よりも１km 以遠） 
 

※ 計画高潮位＝朔望平均満潮位＋高潮偏差 
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図 ３-３ 海岸保全施設整備により高潮等から防護される沿岸部区域 
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４ 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

海岸保全施設については、定期的な巡視又は点検を行い、施設の損傷や劣化

その他の変状の把握に努め、変状が認められた際は、適切な維持又は修繕等の

措置を講じ、施設の機能を維持する。 

また、今後、急速に施設の老朽化が進行することが見込まれていることから、 

長寿命化計画を策定し、施設を良好な状態に保つよう、施設の維持及び修繕を

計画的に実施していく。 

なお、これらを実施する区域、施設の種類、規模、配置を以下に記す（各地

区の説明図は図 ２-２～図 ２-１６を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-22

海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 ４-１(1) 各地区ごとの新設又は改良及び維持又は修繕の方法について 

延長等(m)
天端高
（T.P.m)

延長等(m)
天端高
（T.P.m)

地域 状況

江東区 東京都 江東地区 堤防 ○ 5,930 4.4 5,930 5.3～5.6 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 堤防 519 6.8 519 6.8 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 護岸 ◎ 2,856 1.8 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 護岸 ○ 5,288 1.8 5,288 1.8 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 護岸 17,203 1.8 17,203 1.8 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 水門 4箇所 ― 4箇所 ― 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 水門 ○ 1箇所 ― 1箇所 ― 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 排水機場 ▲ 2箇所 ― 1箇所 ― 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区 東京都 江東地区 陸閘
こう

▲ 1基 4.1～5.2 ― ― 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 堤防 ◎ 414 5.3～6.1 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 堤防 ○ 2,098 4.4～5.1 2,098 5.3～6.1 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 護岸 ◎ 2,178 1.8 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 護岸 1,574 1.8 1,574 1.8 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 水門 １箇所 ― １箇所 ― 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 水門 〇 ２箇所 ― ２箇所 ― 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区 東京都 中央地区 陸閘
こう

▲ 4基 4.4 1基 5.3 中央区
道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 堤防 ◎ 108 5.7 港区
道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 堤防 ○ 7,094 3.9～5.1 7,094 4.9～6.2
港区・品川
区

道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 護岸 ◎ 3,627 1.8
港区・品川
区

道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 護岸 12,809 1.8 12,839 1.8
港区・品川
区

道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 水門 ７箇所 ― ７箇所 ―
港区・品川
区

道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 排水機場 ▲ 2箇所 ― 1箇所 ― 港区
道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 陸閘
こう

▲ 18基 3.9～4.6 11基 4.9～5.3 港区
道路、商業地、
住宅地、市街地

港区・品川区 東京都 港地区 陸閘
こう

◎ 4基 4.9 港区
道路、商業地、
住宅地、市街地

2

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。3

規模（現況） 規模（計画）

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

市町村名
海岸管理
者

（所管）
種類

新設（◎）
改良（○）
削減（▲）

地区海岸名

受益の地域及びその状況

維持又は修繕の方法

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

施設については、日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を
行う。また、施設を操作するために必要な機械等については、
東京港海岸保全施設管理細則に従い定期的に点検・整備を
行う。変状等が確認された場合は規模に応じて必要な措置を
講じる。

1

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

区
域
番
号

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。
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表 ４-２(2) 各地区ごとの新設又は改良及び維持又は修繕の方法について 

 

延長等(m)
天端高
（T.P.m)

延長等(m)
天端高
（T.P.m)

地域 状況

品川区・大田区 東京都 港南地区 堤防 ◎ 889 4.4～4.7
品川区・大田
区

道路、商業地、
住宅地、市街
地、工業用地

品川区・大田区 東京都 港南地区 堤防 〇 19,114 3.4 19,114 4.4～4.7
品川区・大田
区

道路、商業地、
住宅地、市街
地、工業用地

江東区・港
区・品川区

東京都 副都心地区 堤防 ◎ 288 5.5～6.0 江東区・港区
道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区・港
区・品川区

東京都 副都心地区 堤防 〇 6,818 5.3 6,818 5.5～6.0
江東区・港
区・品川区

道路、商業地、
住宅地、市街地

江東区・港
区・品川区

東京都 副都心地区 堤防 2,825 5.3～6.8 2,825 5.3～6.8
江東区・港
区・品川区

道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区・江東区 東京都 豊洲・晴海・有明北地区 堤防 ◎ 20 5.6
中央区・江東
区

道路、商業地、
住宅地、市街地

中央区・江東区 東京都 豊洲・晴海・有明北地区 堤防 〇 12,885 5.3 12,885 5.6～6.1
中央区・江東

区

道路、商業地、

住宅地、市街地

江東区 東京都 東部地区 堤防 ◎ 767 6.2 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街

地、工業用地

江東区 東京都 東部地区 堤防 ○ 657 4.8 657 6.2 江東区
道路、商業地、
住宅地、市街

地、工業用地

8 江戸川区 東京都 葛西地区 堤防 2,016 7.3 2,016 7.3 江戸川区

道路、商業地、

住宅地、市街
地、工業用地

6

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力

式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

地区海岸名 維持又は修繕の方法

区
域
番
号

市町村名
海岸管理
者

（所管）
種類

新設（◎）
改良（○）
削減（▲）

受益の地域及びその状況

日常巡視及び5年に1回程度の定期点検を行う。変状等が確
認された場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

7

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された

場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された

場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

4

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

規模（計画）

5

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

日常巡視及び3年に1回程度の定期点検を行う。(ただし、重力
式構造物の場合は5年に1回程度とする）変状等が確認された
場合は規模に応じて必要な措置を講じる。

規模（現況）
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■ 第1編 海岸の保全に関する基本的な事項 

１ 海岸の概要 

■自然的特性 

異常潮位（本編Ｐ1-19） 
 

異常潮位は東京湾内で広域的に発生しており、2012 年 9 月 30 日における異常潮位発生時

の各観測所の潮位（毎時潮位）は 17 時が高く AP+2.27m～AP+2.38m、偏差 0.35m～0.45m であ

り、その中でも風速とともに千葉験潮所が最も高い。また、他の時間帯や 10 月 1 日の異常潮

位発生時においても千葉験潮所の潮位・風速が高い値を示しており、風の吹き寄せ効果が現

れていると考えられる。 

各地点における潮位・気圧の顕著な差は認められないが、気圧の低下や風速の速さに伴っ

て潮位上昇が発生している。 

異常潮位発生事例として、2012 年 9 月 30～10 月 1 日の２日間の潮位、気圧、風速を    

図 １-１、表 １-１に示し、千葉験潮所（海上保安庁）、東京港波浪観測所（東京都港湾局）、

晴海（気象庁）、横須賀験潮所（海上保安庁）の潮位観測位置を図 １-２に示す。また、過

去 10 年間の異常潮位発生日時を表１－２に示す。 

※千葉灯標、晴海、横須賀の潮位データについては、気象庁、海上保安庁のホームページより入手。 

東京港波浪観測所の潮位データについては、東京都港湾局の資料を使用。 

気圧、風速については、気象庁のホームページより入手。 

図 １-１(1) 異常潮位発生時の偏差・気圧差の変化及び風速（2012 年 9 月 30 日） 
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表 １-１(1) 異常潮位発生時の潮位・偏差（2012 年 9 月 30 日） 

 

 

※千葉灯標、晴海、横須賀の潮位データについては、気象庁、海上保安庁のホームページより入手。 

東京港波浪観測所の潮位データについては、東京都港湾局の資料を使用。 

気圧、風速については、気象庁のホームページより入手。 

 

図 １-１(2) 異常潮位発生時の偏差・気圧差の変化及び風速（2012 年 10 月 1 日） 

2012/9/30 （潮位：A.P.+cm）

1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

千葉験潮所 131.6 173.6 210.6 232.6 235.6 220.6 195.6 161.6 128.6 101.6 89.6 97.6 124.6 167.6 202.6 230.6 237.6 230.6 207.6 187.6 178.6 140.6 125.6 133.6

晴海検潮所 126.0 168.0 205.0 228.0 232.0 219.0 193.0 160.0 127.0 99.0 85.0 92.0 120.0 160.0 200.0 227.0 237.0 231.0 214.0 193.0 168.0 143.0 125.0 122.0

横須賀験潮所 134.6 167.6 198.6 218.6 221.6 210.6 186.6 157.6 127.6 105.6 96.6 103.6 129.6 159.6 194.6 216.6 226.6 217.6 201.6 171.6 143.6 113.6 102.6 100.6

東京港波浪観測所 126.0 168.0 206.0 228.0 233.0 219.0 193.0 161.0 128.0 100.0 86.0 92.0 119.0 161.0 200.0 227.0 237.0 231.0 213.0 197.0 169.0 139.0 123.0 116.0

天文潮(千葉) 95.4 132.4 166.4 187.4 190.4 176.4 149.4 116.4 84.4 62.4 55.4 66.4 93.4 128.4 162.4 185.4 192.4 180.4 152.4 115.4 77.4 47.4 33.4 41.4

天文潮(晴海) 102.4 140.4 174.4 196.4 200.4 187.4 161.4 128.4 96.4 73.4 65.4 76.4 102.4 136.4 170.4 194.4 202.4 191.4 164.4 127.4 88.4 58.4 43.4 50.4

天文潮(横須賀) 99.4 132.4 161.4 179.4 182.4 170.4 147.4 119.4 93.4 74.4 68.4 77.4 99.4 129.4 158.4 178.4 183.4 172.4 148.4 116.4 84.4 60.4 49.4 54.4

天文潮(東京港) 102.0 140.0 174.0 196.0 200.0 187.0 161.0 128.0 96.0 73.0 65.0 76.0 102.0 136.0 170.0 194.0 202.0 191.0 164.0 127.0 88.0 58.0 43.0 50.0

千葉験潮所 36.2 41.2 44.2 45.2 45.2 44.2 46.2 45.2 44.2 39.2 34.2 31.2 31.2 39.2 40.2 45.2 45.2 50.2 55.2 72.2 101.2 93.2 92.2 92.2

晴海検潮所 23.6 27.6 30.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 30.6 25.6 19.6 15.6 17.6 23.6 29.6 32.6 34.6 39.6 49.6 65.6 79.6 84.6 81.6 71.6

横須賀験潮所 35.2 35.2 37.2 39.2 39.2 40.2 39.2 38.2 34.2 31.2 28.2 26.2 30.2 30.2 36.2 38.2 43.2 45.2 53.2 55.2 59.2 53.2 53.2 46.2

東京港波浪観測所 24.0 28.0 32.0 32.0 33.0 32.0 32.0 33.0 32.0 27.0 21.0 16.0 17.0 25.0 30.0 33.0 35.0 40.0 49.0 70.0 81.0 81.0 80.0 66.0
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表 １-１(2) 異常潮位発生時の潮位・偏差（2012 年 10 月 1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-２ 観測位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/10/1 （潮位：A.P.+cm）

1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

千葉験潮所 136.6 155.6 178.6 216.6 245.6 252.6 229.6 181.6 131.6 95.6 84.6 93.6 117.6 146.6 175.6 202.6 219.6 220.6 201.6 165.6 122.6 82.6 56.6 51.6

晴海検潮所 130.0 147.0 174.0 208.0 239.0 248.0 227.0 180.0 129.0 92.0 80.0 89.0 112.0 141.0 171.0 198.0 216.0 218.0 199.0 165.0 121.0 80.0 53.0 48.0

横須賀験潮所 123.6 140.6 171.6 198.6 222.6 225.6 203.6 167.6 127.6 99.6 86.6 94.6 112.6 138.6 165.6 189.6 202.6 201.6 184.6 153.6 115.6 83.6 62.6 57.6

東京港波浪観測所 129.0 150.0 172.0 207.0 237.0 250.0 229.0 181.0 130.0 93.0 81.0 90.0 114.0 142.0 170.0 196.0 216.0 219.0 198.0 163.0 123.0 81.0 53.0 48.0

天文潮(千葉) 68.4 108.4 147.4 178.4 192.4 188.4 168.4 138.4 106.4 78.4 63.4 65.4 85.4 117.4 151.4 179.4 192.4 187.4 165.4 130.4 91.4 55.4 32.4 28.4

天文潮(晴海) 76.4 115.4 155.4 186.4 202.4 199.4 179.4 150.4 117.4 90.4 74.4 75.4 94.4 125.4 160.4 188.4 202.4 198.4 176.4 142.4 102.4 66.4 42.4 37.4

天文潮(横須賀) 77.4 109.4 144.4 171.4 184.4 181.4 164.4 138.4 111.4 88.4 76.4 77.4 93.4 120.4 150.4 173.4 184.4 179.4 159.4 129.4 96.4 66.4 47.4 43.4

天文潮(東京港) 76.0 115.0 155.0 186.0 202.0 199.0 179.0 150.0 117.0 90.0 74.0 75.0 94.0 125.0 160.0 188.0 202.0 198.0 176.0 142.0 102.0 66.0 42.0 37.0

千葉験潮所 68.2 47.2 31.2 38.2 53.2 64.2 61.2 43.2 25.2 17.2 21.2 28.2 32.2 29.2 24.2 23.2 27.2 33.2 36.2 35.2 31.2 27.2 24.2 23.2

晴海検潮所 53.6 31.6 18.6 21.6 36.6 48.6 47.6 29.6 11.6 1.6 5.6 13.6 17.6 15.6 10.6 9.6 13.6 19.6 22.6 22.6 18.6 13.6 10.6 10.6

横須賀験潮所 46.2 31.2 27.2 27.2 38.2 44.2 39.2 29.2 16.2 11.2 10.2 17.2 19.2 18.2 15.2 16.2 18.2 22.2 25.2 24.2 19.2 17.2 15.2 14.2

東京港波浪観測所 53.0 35.0 17.0 21.0 35.0 51.0 50.0 31.0 13.0 3.0 7.0 15.0 20.0 17.0 10.0 8.0 14.0 21.0 22.0 21.0 21.0 15.0 11.0 11.0

偏差
(cm)

潮位

天
文
潮
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表 １-２ 異常潮位発生日時 
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水質の経年変化（本編Ｐ1-21） 

環境基準が設定された昭和 47 年度から 55 年度頃までは、海域の COD が改善されたが、そ

の後は横ばいの傾向である。 

海域の全窒素及び全りんは徐々に改善され、全窒素は平成 17 年度頃から、全りんは平成

13 年度頃から緩やかな減少傾向にある。 

COD、全窒素、全りんの経年変化をそれぞれ図 １-３、図 １-４に示す。 

 
  ※全窒素、全りん：水中に生息する生物に必要な栄養塩類。全窒素、全りんの濃度が過度に高くなる

とその海域は富栄養化した状態となる。 

 

 

出典：令和 2年度 公共用水域水質測定結果 東京都環境局 

 

図 １-３ ＣＯＤの経年変化 
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湾内における全窒素の経年変化（年度平均値） 

 

 

湾内における全りんの経年変化（年度平均値） 

 
出典：令和 2年度 公共用水域水質測定結果 東京都環境局 

 

図 １-４ 全窒素、全りんの経年変化 
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＜参考＞  環境基準（海域） 

 

ア 

類

型 

利用目的の 

適応性 

基 準 値 

水素イオン

濃 度 

（ｐＨ） 

化 学 的 

酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

溶 存 

酸 素 量 

（ＤＯ） 

大 腸 菌 

群 数 

ノ ル マ ル 

ヘ キ サ ン 

抽 出 物 

Ａ 

水産１級、水浴、自

然環境保全及びＢ以

下の欄に掲げるもの 

７.８以上 

８.３以下 

２mg/  

以下 

７.５mg/  

以上 

１,０００ 

MPN/100 

m 以下 

検出されな

いこと 

Ｂ 

水産２級、工業用水

及びＣ欄に掲げるも

の 

７.８以上 

８.３以下 

３mg/  

以下 

５mg/  

以上 
 

検出されな

いこと 

Ｃ 環 境 保 全 
７.０以上 

８.３以下 

８mg/  

以下 

２mg/  

以上 
  

（注） １ 水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下

とする。 

 ２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

３ 水産 1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

４ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩道を含む。）において不快感を生じない限度 

 

イ 

類

型 
利 用 目 的 の 適 応 性 

基 準 値 

全 窒 素 全  り  ん 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 

（水産 2種及び 3種を除く。） 
０．２mg/ 以下 ０．０２mg/ 以下 

Ⅱ 
水産１種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

（水産 2種及び 3種を除く。） 
０．３mg/ 以下 ０．０３mg/ 以下 

Ⅲ 
水産２種及びⅣの欄に掲げるもの 

（水産 3種を除く。） 
０．６mg/ 以下 ０．０５mg/ 以下 

Ⅳ 

水産３種 

工業用水 

生物生息環境保全 

１  mg/ 以下 ０．０９mg/ 以下 

（注） １ 基準値は、年間平均値とする。 

    ２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について

行うものとする。 

１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

３ 水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される  

水産３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される  

４ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 
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鳥類の地点別出現状況（本編Ｐ1-24） 
 

表 １-３ 鳥類の地点別出現状況 

 
出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 

 

図 １-５ 鳥類確認種数の経年変化 
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魚類の地点別出現状況と出現種数の経年変化（本編Ｐ1-25） 
 

表 １-４ 海域魚類の地点別出現状況 

 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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（葛西人工渚） 
 

 

（お台場海浜公園） 
 

 

（城南大橋） 

 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 

 

図 １-６ 各地点における個体数・種類数の経年変化 
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付着生物の鉛直分布状況と出現種数の経年変化（本編Ｐ1-26） 

 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 

図 １-７(1) 付着動物鉛直分布状況（中央防波堤外側） 

 

 
出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 

図 １-７(2) 付着動物鉛直分布状況（１３号地船着場） 
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表 １-５(1)  付着動物調査の枠取り調査における出現種の経年推移 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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表 １-５(2)  付着動物調査の枠取り調査における出現種の経年推移  

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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表 １-５(3)  付着動物調査の枠取り調査における出現種の経年推移 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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表 １-６ 付着動物調査（経年データにおける外来種の出現状況） 

 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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底生生物の地点別優占種（本編Ｐ1-27） 

 

表 １-７ 底生生物の地点別優占種 

出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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表 １-８ 底生生物調査（出現種年間リスト） 

 
出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 
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出典：令和 2年度 水生生物調査結果報告書（東京都内湾） 東京都環境局 

 

図 １-８ 底生生物の地点別出現状況の経年変化（種類数、個体数、湿重量） 
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■社会的特性 

東京港の沿岸６区全体の将来人口の推計結果と年齢構成の推移（本編Ｐ1-30） 

東京都湾岸６区全体の将来人口は、平成 27 年以降微増で推移し、平成 42

年をピークに減少すると予想されている。また、60 歳以上の世帯数は、令和

２年以降増加していくと予想されている。 
※推計結果については、平成 27 年(2015 年)以前の数値は国勢調査結果の実績値である。 

 

出典：東京都の統計 平成 29 年 3 月 東京都より作成 

図 １-９ 東京港の沿岸６区の人口推計結果 

 

 

   出典：東京都の統計 平成 29 年 3 月 東京都より作成 

図 １-１０ 東京港の沿岸６区の年齢構成の推移（一般世帯数） 
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産業および土地利用（本編Ｐ1-32） 
 

 
出典：事業所・企業統計調査 東京都 結果報告（平成 28年事業所統計）より作成 

 

図 １-１１ 東京港の沿岸の産業の分布 
 

 

 

表 １-９ 東京港の沿岸の産業別事業所数 

 

農林漁業 鉱業 建設業 製造業
金融・
保険業

電気ガス

・熱供給・
水道業

運輸
通信

卸売・

小売業・
飲食店,
宿泊業

不動産業 医療,福祉
教育,学習

支援業
サービス

業

江東地区 4 0 360 388 103 7 565 2366 362 465 141 1054

中央地区 1 0 68 57 33 3 170 856 150 157 58 361

港地区 5 3 476 462 295 29 1726 5009 796 529 151 2935

港南地区 5 0 1059 2131 197 13 1307 6002 1430 995 252 2463

東部地区 0 0 54 108 5 0 260 378 61 10 10 118

副都心地区 0 0 30 28 6 1 266 609 34 24 11 217

豊洲・晴海・有明北地区 0 0 21 7 1 1 39 64 9 24 8 50

0 0 0 1 0 1 8 11 1 0 1 8

羽田地区 0 0 13 5 11 3 170 261 15 14 2 109

合計 15 3 2081 3187 651 58 4511 15556 2858 2218 634 7315

地区名

第一産業
事業所数

第二産業
事業所数

第三産業
事業所数

 
 

出典：事業所・企業統計調査 東京都 結果報告（平成 28年事業所統計）より作成 
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レクリエーション施設（本編Ｐ1-35） 
東京港の沿岸の主なレクリエーション施設には、お台場海浜公園や葛西海浜公園などの海

上公園があり、スポーツ、釣り、水辺の野鳥観察や体験学習の場として利用されている。 

海上公園には、海浜公園、ふ頭公園、緑道公園があり（図１-１２、表１-１０参照）、自

然環境を回復し、都民の多様なレクリエーションニーズに応える場として、東京都の海上公

園計画に基づき、東京都港湾局が設置・所管している。 

海上公園のうち、外郭防潮堤の外側には大規模な公園が、内側には日常に利用しやすい小

規模な公園が存在している。 

また、都民の海洋性スポーツ・レクリエーションの振興と海洋思想の普及をめざした夢の

島マリーナや東京湾マリーナは、都心からもほど近く、マリンスポーツや自然回帰の新拠点

として注目を集めている。 

海上公園や水際の遊歩道などの海上からの良好な景観は、水上バス（図 １-１３参照）や

屋形船、レストラン機能の充実したクルーザーによる東京湾クルージングなどの観光資源の

一つとなっている。旅客ターミナルやレインボーブリッジなどのレクリエーション以外の施

設においても海辺の景観を楽しむ配慮がなされている。 

東京国際クルーズターミナル 

臨海副都心の新たなランドマークと

して令和２年９月に開業し、世界最大

のクルーズ客船にも対応可能な施設で

ある。４階の展望デッキからは、東京

港の雄大な景色を一望することができ、

る。 

 

 

竹芝客船ターミナル 

伊豆・小笠原諸島への玄関口として、また、レ

ストラン船などの発着場としても利用されている。

竹芝ふ頭再開発事業によりオフィスビル、ホテル、

レストランなどが海上公園と一体的に整備され、

多くの人々が海の景観を楽しみながらの散策や食

事などができる水に親しむ空間となっている。 

 

 
 

レインボーブリッジ 

平成５年８月に臨海副都心と都心方向を結ぶ橋としてオープ

ンした。橋は二重構造の吊り橋で上には首都高速１１号台場線、

下には一般車道、臨海新交通「ゆりかもめ」の他に東京港の沿

岸を眺望できる遊歩道が設置されている。 

 

 

 

 

東京ゲートブリッジ 

大田区城南島と江東区若洲を結ぶ東京港臨

海道路のうち東京東航路を横断する橋として

平成 24 年 2 月に開通した。橋は特徴的なトラ

ス構造をしており、片側 2 車線の一般道と都

心側には歩道が設置されている。歩道からは

都心や富士山まで見渡せる壮大な景色が楽し

める。                             出典:東京都 港湾局ＨＰ
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海浜公園：水域における自然環境の保全及び回復を図り、水に親しむ場所として都民に提供される

公園 

ふ頭公園：ふ頭内の環境の整備を図り、みなとの景観に親しむ場所として都民に提供される公園 

緑道公園：臨海地域における自然環境の回復を図るとともに、緑に親しむ場所として都民に提供さ

れ、あわせて海上公園との一体的な利用を促進させる公園 

 

これらの海上公園は東京臨海副都心グループ、東京港埠頭株式会社、東京港野鳥公園グループなどが受

託し管理している。 

出典：東京都港湾局ＨＰ 「PORT OF TOKYO 2022」 

 

図 １-１２ 東京港の沿岸の主な海上公園 
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表 １-１０ 主な海上公園の特色 

 

公 園 名 交 通 特 色 

駐

車

場 

海

岸

に 

近

づ

け

る 

水

を 

見

ら

れ

る 

水

に 

触

れ

ら

れ

る 

海

岸

で 

遊

べ

る 

① 
お台場 

海浜公園 

新交通ゆりかもめ： 

「お台場海浜公園駅」、「台場駅」下車 徒歩３分 

海上バス：（日の出桟橋⇔お台場海浜公園） 

「お台場海浜公園」下船 

磯・砂浜遊び 

ボードセーリング 

景観 

○ ○ ○ ○ ○ 

② 
大井ふ頭中央 

海浜公園 

モノレール：「大井競馬場前」下車 徒歩 8分 

京急バス：（大森駅東口⇔八潮パークタウン） 

「中央公園」下車徒歩 5分 

各種スポーツ（有料） 

磯遊び、釣り、野鳥・自然観察、

ドックラン、散策 

○ ○ ○ ○ ○ 

③ 
東京港 

野鳥公園 

モノレール 流通センター下車徒歩 15 分 

JR バス（大森駅東口）または京急バス（大森駅東口） 

森 24,32,36,41,43,45,47 系統 

東京港野鳥公園または野鳥公園下車 徒歩 5分 

〈有料公園〉 

景観、散策、野鳥・自然観察 
○  ○   

④ 葛西海浜公園 

JR 京葉線：「葛西臨海公園駅」下車 徒歩 11 分 

都バス：東西線「葛西駅」から臨海 28 甲系統、「西

葛西駅」から西葛 20 乙系統 

「葛西臨海公園駅」下車徒歩 11 分 

スポーツカイト、砂浜遊び 

景観、野鳥・自然観察、釣り 
○ ○ ○ ○ ○ 

⑤ 若洲海浜公園 

都バス：JR 京葉線、有楽町線、りんかい線「新木場

駅」から木 11 系統 

若洲ゴルフリンクス、ヨット訓練場へは「若洲ゴル

フリンクス」下車 

海釣り施設へは「若洲キャンプ場前」下車 

ゴルフ場、キャンプ場、 

ヨット訓練場（有料） 

磯遊び、釣り施設 

サイクリング・多目的広場 

○ ○ ○ ○ ○ 

⑥ 
城南島 

海浜公園 

京急バス：「JR 大森駅」東口、京急「大森海岸駅」

「平和島」、東京モノレール「流通センタ」から 

森 32 系統（城南島循環）「城南島四丁目」下車 徒

歩 3分 

砂浜遊び、景観、キャンプ場・

オートキャンプ場（有料） 

釣り、ドックラン 

○ ○ ○ ○ ○ 

⑦ 
辰巳の森 

海浜公園 

有楽町線：「辰巳駅」下車 徒歩 7分 

JR 京葉線：「新木場駅」下車 徒歩 17 分 

国際水泳場（東京都スポーツ振

興局所管）、パターゴルフ、ラ

グビーなど（有料）、 

ドックラン、多目的広場、遊具

広場 

○  ○   

⑨ 
みなとが丘 

ふ頭公園 

都バス：JR「品川駅」東口から品 98 甲･乙系統 

「東京税関大井出張所」下車 徒歩３分 
野鳥・自然観察、景観、散策 ○     

⑩ 
京浜島 

つばさ公園 

京急バス：JR「大森駅」東口、京急「大森海岸駅」

「平和島駅」から森 24,36 系統 

「京浜島海上公園」下車すぐ 

釣り、景観、散策、芝生広場 ○ ○ ○   

⑪ 
青海南ふ頭公

園 

新交通ゆりかもめ：「テレコムセンター駅」 

下車 徒歩 2分 
釣り、景観  ○ ○   

⑫ 
辰巳の森 

緑道公園 
有楽町線：「辰巳駅」下車徒歩１分 緑の並木道、芝生広場      

⑬ 

シンボル 

プロムナード 

公園 

新交通ゆりかもめ：「台場駅」「テレコムセンター

駅」「有明駅」の各駅下車 

りんかい線：「東京テレポート」「国際展示場駅」 

下車 

海上バス：日の出桟橋（JR浜松町駅徒歩 8分）から

「パレットタウン」「東京ビッグサイト」下船 

景観、散策 ○     

- 晴海ふ頭公園 

都バス：大江戸線「勝どき駅」から都 03、都 05 系

統 

「晴海ふ頭」下車すぐ 

景観  ○ ○   

出典：東京都港湾局 「海上公園ガイド 2021」より作成 
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表 １-１１(1)  利用状況 

 

 

出典：東京都港湾局資料より作成 
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表 １-１１(2) 利用状況 

 

 

出典：東京都港湾局資料より作成 
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表 １-１１(3) 利用状況 

 

 
出典：東京都港湾局資料より作成 
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表 １-１１(4) 利用状況 

 

 

出典：東京都港湾局資料より作成 
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表 １-１１(5) 利用状況 

 

 

出典：東京都港湾局資料より作成 
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表 １-１１(6) 利用状況 

 

 

出典：東京都港湾局資料より作成 
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注）この図は乗船場との接続を示したものであり、実際の航路とは異なる。 

出典：水上バス会社ＨＰより作成 

 

図 １-１３ 海上バス（３社）の運行ルート 
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海岸におけるイベント（本編Ｐ1-36） 
 

＜運河ルネサンス＞ 

  魅力ある水辺都市の実現に向け、地域主体の取組みにより運河を観光資源

として有効活用する「運河ルネサンス」を都は推進してきた。 

  これまで 6 つの推進地区が指定され、水域占有の規制緩和により民間主体

による観光桟橋が整備され、イベント等の地域の取組みも相まって新たな水

辺の魅力と賑わいが創出されてきている。都では引き続き、「運河ルネサン

ス」の取組みを推進するとともに、新たな運河の活用策について検討を行い、

運河の魅力や賑わいを臨海部全体へと発展させていく。 
 

  「運河ルネサンス」におけるこれまでの取組みの一例 

出典：東京都港湾局資料 

 



 

-33- 

「運河ルネサンス」推進地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都港湾局資料  

 

図 １-１４ 「運河ルネサンス」推進地区 
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表 １-１２ 海上公園でのイベント（H31.1 月～R1.12 月） 

 

公 園 名 主なイベント 

お台場海浜公園 

・お台場ビーチクラブ 

・お台場プラージュ 

・芝浦港南地区 第 13 回水辺フェスタ 

・第 25 回日本トライアスロン選手権 

シンボルプロムナード公園 

・第 47 回 Sweets Marathon in 東京 

・第 30 回お台場マンスリーマラソン 

・有明レトロフェスティバル 

・Tokyo Vision ～500 Days to Go! Night～ 

・Tokyo ふしぎ祭（サイ）エンス 2019 

・100 杯乾杯有明夏祭り 

・スポーツ＆フラワーフェスタ 2019 

・ダイバーシティ東京プラザ 鉄道博 

・お台場レインボー花火 2019 

若洲海浜公園 
・押し花教室～母の日にプレゼントを作ってみよう！～ 

・クリスマスリース教室 2019 

潮風公園 
・Sunset Yoga in 潮風公園 

・第 24 回シーサイドライダーズカップ 

辰巳の森海浜公園 
・【満員御礼】第 3回「みんなのラグビー小学校」 

・ドッヂビー＆ＢＢＱ in 辰巳の森海浜公園 4/21 

東京港野鳥公園 

・第 7 回東京港野鳥公園フェスティバル 

・第 8 回里地里山フェスティバル 

・Befinner Bird Watching(英語でバードウォッチング) 

大井ふ頭中央海浜公園 

なぎさの森 

・「なぎさの森のネイチャークラブ」会員により、野鳥観察会やアウトドア

クッキング教室等のイベントが定期的に開催されている。 

晴海ふ頭公園 ・令和 4年 10 月より開園 

葛西海浜公園 

・防災情報ひろばイベント 

・水仙まつり 

・春のバードウォッチングフェスティバル ～シギ・チドリまつり～ 

・七夕イベント 

・サマーフェスティバル 

・野鳥のためのクズ取り＆クリスマスリース作り 

・ガイドツアー 

新木場緑道公園 

夢の島緑道公園 
・第 10 回緑と潮風のガイドツアー 

※開催回数は複数の公園にまたがって開催された重複開催を含む。 

出典：東京都公園協会ＨＰ、東京港埠頭株式会社ＨＰ 
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学習施設など（本編Ｐ1-37） 
 

表 １-１３ 東京港施設見学案内 

 

出典：東京都中央卸売市場ＨＰ、公益財団法人 東京都環境公社ＨＰ 

東京都港湾局ＨＰ、東京都立第五福竜丸展示館ＨＰ 

 

施設名 内容 見学方法（問合せ先） 

中防見学ツアー 

・清掃工場と中防

見学会 

 

東京都では、ごみの排出を制御

していくこと、資源を有効に使

うことの大切さを理解してもら

うため、埋め立て処分場関連施

設を一般向けに公開していま

す。 

●対象 16 歳以上の方（7 月・8月は小学生以上

の参加が可能。保護者同伴原則。ただし、

中学生はグループでの参加が可能。） 

●見学時間 6 時間 

●受付方法 電話申込み 

●連絡先 （公財）東京都環境公社･中防管理事務

所見学担当（3570-2230) 

豊洲市場 マグロのせりや見学者デッキか

ら青果のせりを見ることができ

る。 

●対象 制限なし 

●見学時間 0.5 時間～ 

●受付方法 イベントにより 

 インターネット申込み 

 電話申込み 

●連絡先 豊洲市場管理課庶務担当 (3520)8213 

東京港野鳥公園 野鳥を保護しながらみんなで鳥

の生活を観察することができま

す。 

●対象 制限なし 

●見学時間 1 時間程度 

●受付方法 イベントにより 

 電話受付・当日受付 

 往復はがき受付 

●料金 一般￥300 

65 歳以上・中学生￥150 

小学生以下・都内在住在学の中学生無料 

●連絡先 管理事務所（3799-5031） 

「第五福竜丸」 

展示館 

1954年ビキニかんしょうでおこ

なわれたアメリカの原ばく実験

の際、被害を受けた日本漁船「第

五福竜丸」が展示一般公開され

ています。 

●対象 児童生徒、市民の団体見学 

●見学時間 1 時間程度 

●受付方法 電話による問い合わせ 

●連絡先 東京都立第五福竜丸展示館（3521-8494） 

東京港社会科 

見学船 

海上バスに乗って港の施設や役

割を紹介する。 

●対象 都内の小学校 4 年生～中学校 3 年生 

●料金 無料 

●所要時間 1 時間程度 

●連絡先 一般社団法人 東京都港湾振興会 

(6380)7450 

東京港の 

行政視察 

海上から東京港の物流拠点等の

見学。 

●対象 15 歳以上(中学生は除く)の団体または

個人 

●料金 無料 

●所要時間 1.5 時間 

●連絡先 東京都港湾局 総務部総務課 

広報・国際担当(5320)5524 

レインボーブリ

ッジ 

東京湾の大パノラマを、レイン

ボープロムナード（遊歩道）か

らみられます。 

●対象 制限なし 

●見学時間 4/1～10/31（9：00～21：00） 

11/1～3/31（10：00～18：00） 

●料金 無料 

●連絡先 (5463)0224 
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■東京港社会科見学（対象：都内 小学校 4 年生～中学校 3 年生） 

 
出典：東京都港湾局ＨＰ 
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■東京港の行政視察（対象：15 歳以上(中学生は除く)の団体または個人） 

 

【視察コース】 

 

出典：東京都港湾局ＨＰ    
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■利用マップ 

東京港の沿岸のレクリエーション施設や海上公園は沿岸域各区のＨＰや公

園管理者などのＨＰで利用マップや観光ガイドとして紹介されている。 

 

江東区の観光イラストマップ 
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江東区の観光イラストマップの裏面には、おすすめ観光スポットの概要など

を紹介している。 
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海域の浄化能力向上のための主な干潟、海浜等の整備（本編Ｐ1-38） 

  

① 東京港豊洲運河、昭和島 

    水生生物の生息環境を向上させるため、平成 19 年度より海岸保全施設

の一部をミニ磯場や緩傾斜護岸として整備している。 

豊洲運河             昭和島 

 

② 東京港中央防波堤東側水域 

    生態系に配慮した自然環境の再生・創出のため磯浜の造成を行ってい

る。期間は平成 18 年度から整備を行い、平成 26 年度まで予定している。 

 

③ 東京港羽田沖 

    生態系に配慮した自然環境の再生・創出のため、平成 15 年度～平成

19 年度に、浚渫土の活用による浅場の整備を行った。 

 
出典：東京都港湾局資料 
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２ 海岸区分と海岸保全施設 

排水機場（本編Ｐ1-50） 

高潮発生時の閉鎖水域は江東地区、中央地区、港地区の浜離宮地区と芝浦

地区の４箇所となる。 

江東地区は、辰巳排水機場により排水を行う。中央地区は排水機場による

排水は行わず貯留面積（運河部）で対応している。芝浦地区は、芝浦排水機

場で排水を行う。 

なお、排水機場の排水能力は、閉鎖水域の水位が A.P.+2.5m 以下となるよ

うに設定している。 

 

図 ２-１ 内部護岸、排水機場の役割 
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排水機場の能力 

地 区 名 総 排 水 量 

江東地区 93m3/s 

中央地区 内水貯留で対応 

港地区 
浜離宮地区 内水貯留で対応 

芝浦地区 69m3/s 

 

 

辰巳排水機場

芝浦排水機場 

辰巳排水機場より排水 

 

芝浦排水機場より排水 

排水機場なし 

 

排水機場なし 

 豊洲・晴海
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江東地区 
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中央地区 
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３ 海岸保全の方向性 

今後 10 年間（令和 4 年度～令和 13 年度）の整備概要 

気候変動の影響に対して段階的に対応していくことから、今後 10 か年の整

備について以下のとおり推進していく。 

 

概算整備費用 

  約 1,500 億円 （うち気候変動対策費約 300 億円） 

 

整備内容 
表 ３-１ 整備内容 

  気候変動対策 耐震対策 耐水対策 

防潮堤 約 24 ㎞ 約 4 ㎞ 
 

内部護岸 
 

約 15 ㎞ 
 

水門 
 

１施設 

排水機場 2 施設 

  ※事業費には施設の維持管理費を含む       

 ※気候変動対策と耐震対策の重複区間あり       
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図 ３-１ 気候変動の影響に伴う防潮堤嵩上げ位置図 

 

※ 破線は他が所管する防潮堤 

【凡例】 
    今後 10 か年で整備する防潮堤（約 24km） 
    それ以降 2100 年までに整備する防潮堤（約 9km） 
    2100 年までに整備する必要がない防潮堤（約 23 ㎞） 
     


